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請 求 の 趣 旨 

 

１、被告は、原告池田直樹に対し、金５５０万円とこれに対する２０１８（平

成３０）年１２月２７日以降支払い済みに至るまで年５分の割合による金員

を支払え。 

 

２、被告は、原告岸上英二に対し、金５５０万円とこれに対する２０１８（平

成３０）年１２月２７日以降支払い済みに至るまで年５分の割合による金員

を支払え。 

 

３、被告は、原告西園寺 泰に対し、金５５０万円とこれに対する２０１８（平

成３０）年１２月２７日以降支払い済みに至るまで年５分の割合による金員

を支払え。 

 

４、訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決並びに仮執行宣言を求める。   

 

請 求 の 原 因 

本件は再審請求中に死刑が執行された死刑確定者であったＯ（以下「死刑再

審請求人」という）の弁護人（以下「死刑再審弁護人」又は「弁護人」という）

が、死刑執行の違法を理由として損害賠償を求める事案である。 

 

第１ 当事者 

１ 原告ら 

原告らは大阪弁護士会所属の弁護士であり、２０１８（平成３０）年１２月

２７日に大阪拘置所で死刑執行された死刑再審請求人の第４次再審請求の死刑

再審弁護人であった者である。原告池田及び同岸上は、死刑再審請求人の控訴

審及び上告審の弁護人であり、死刑再審請求人に対する死刑判決確定後は第１

次再審から第４次再審までの死刑再審弁護人であった者、原告西園寺は、死刑

再審請求人の第１次再審から弁護人となり、その後第４次再審まで死刑再審弁

護人となった者である。 

なお、訴外小田幸児弁護士は、原告池田及び同岸上と同じ立場であった。 

  

２ 被告 

被告国は、死刑再審請求事件の相手方であり、同死刑再審請求人を、再審請

求中の２０１８（平成３０）年１２月２７日、大阪拘置所において死刑執行し
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死亡させた者である。 

 

第２ 死刑再審請求人に対する刑事裁判の経過 

本件で問題となる死刑再審請求人の事件は以下のとおりである。 

 

１ 死刑再審請求人について 

死刑再審請求人は、１９５８（昭和３３）年に大阪市で生まれた。死刑再審

請求人に対する上告棄却判決は２００４（平成１６）年９月１３日に言い渡さ

れ、２００４（平成１６）年１０月１５日、死刑再審請求人に対する第１審死

刑判決は確定した。 

その後死刑再審請求人は、死刑確定者として大阪拘置所に拘置されていたが、

２０１８（平成３０）年１２月２７日、大阪拘置所において死刑執行された。 

 

２ 事案の概要 

死刑再審請求人に対する確定判決が認定した犯罪事実の要旨は以下のとおり

である。 

 

① ２名の被害者に対する殺人と現金強奪 

Ｏは、Ｓ（以下「Ｓ」という）及びＩ（以下「Ｉ」という）と共謀の上、コスモ

リサーチ株式会社（以下「コスモリサーチ」という）の社員であるＷ（以下「Ｗ」

という）から同社代表取締役Ｋ（以下「Ｋ」という）居場所を聞き出してＫを拉致

し、Ｋから現金を強取した上、Ｋ及びＷを殺害しようと企て（ＳはＫの殺害のみ）、

昭和６３年１月２９日、Ｋを大阪市東区内のマンション「サンハイム天満橋」６０

７号室に連れ込み同人の反抗を抑圧して同人が所持する現金４０万円を強取し、さ

らに、Ｓとの間でもＷを殺害する旨の共謀を遂げた上、コスモリサーチ社員をして

１億円を大阪市住吉区の「ロイヤルホスト帝塚山店」の駐車場に用意させ、ＯとＳ

がこれを強奪し、その後、サンハイム天満橋６０７号室において、Ｏら３名がＫを

殺害し、さらにその後Ｗを殺害した。 

 

② その他 

Ｏに対する公訴事実には、①以外にＳとの共謀による上記被害者２名の死体遺

棄、証券会社２社に対する詐欺２件、及び単独での銃刀法違反事件がある。 

 

主要な争点は、①の現金強奪とＫ、Ｗ両名に対する殺人が、強盗殺人（公訴

事実）か、強盗と殺人の併合罪（弁護人主張）かであった。 
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３ 確定審の判決 

（１）第１審判決 

第１審裁判所は、１９９５（平成７）年３月２３日、死刑再審請求人及びＳ

に対して死刑、Ｉに対して無期懲役の判決を言渡した（甲Ａ１）。 

（２）控訴審判決 

死刑再審請求人は、第１審判決に対し大阪高裁に控訴した。Ｓも控訴した。 

控訴裁判所は、１９９９（平成１１）年３月５日、死刑再審請求人及びＳの

控訴を棄却した（甲Ａ２）。 

（３）上告審判決 

死刑再審請求人は、控訴審判決に対し最高裁に上告した。Ｓも上告した。上

告審である最高裁は、２００４（平成１６）年９月１３日、上告棄却の判決を

し（甲Ａ３）、死刑再審請求人に対する第１審判決は確定した（以下「確定判

決」という）。 

 

第３ 死刑再審請求の経過 

死刑再審請求人の死刑再審請求は、第１次から第４次にのぼる（以下「死

刑再審請求人」という）。 

死刑再審請求人の死刑再審弁護人は、当初、確定審の控訴審弁護人であった

弁護士（原告池田弁護士、原告岸上弁護士、訴外小田幸児弁護士）が担当し、

その後第１次死刑再審請求審の途中から原告西園寺が加わった。 

 

１ 第１次再審請求 

（１）１次死刑再審請求（大阪地裁） 

第１次死刑再審請求は、死刑再審請求人本人が２００８（平成２０）年２月

８日大阪地裁に申立てた。同再審請求において提出された書面は以下のとおり

である。 

① 死刑再審請求書（甲Ａ４－１） 

② 死刑再審請求人の２００８（平成２０）年５月７日付意見書（甲Ａ４－

２） 

③ 弁護人の２００８（平成２０）年１１月１１日付意見書（甲Ａ４－３） 

証拠として、 

「こんな僕でも生きてていいの」（事件の真相）（甲Ａ４－４） 

「死刑 信仰心でかかわる」新聞記事（真宗大谷派僧侶寺林惇）（甲Ａ４－５） 

を提出した。 

これに対し検察官は平成２２年３月２日付意見書（甲Ａ４－６）を提出した。 

（２）第１次再審請求棄却決定 

２０１０（平成２２）年６月４日、大阪地裁は再審請求を棄却した（甲Ａ４
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－７）。 

（３）即時抗告申立 

２０１０（平成２２）年６月７日、弁護人は、大阪高裁に即時抗告を申立て

た（甲Ａ４－８）。 

２０１０（平成２２）年７月２８日、弁護人は、即時抗告申立補充書を提出

した（甲Ａ４－９）。 

（４）即時抗告棄却決定 

２０１１（平成２３）年６月２８日、大阪高裁は即時抗告棄却した（甲Ａ４

－１０）。 

（５）特別抗告申立 

２０１１（平成２３）年６月３０日、弁護人は最高裁に特別抗告をした（甲

Ａ４－１１）。  

（６）特別抗告棄却決定 

２０１１（平成２３）年１２月１９日、最高裁は、特別抗告を棄却した（甲

Ａ４－１２）。 

 

２ 第２次死刑再審請求 

（１）第２次死刑再審請求（大阪地裁） 

２０１１（平成２３）年１２月２１日、弁護人は、大阪地裁に第２次死刑再

審請求をした（甲Ａ５－１）。 

２０１２（平成２４）年３月２６日、弁護人意見書を提出した（甲Ａ５－２）。 

証拠として、徳島刑務所におけるＩへの面会報告書（甲Ａ５－３）及び三代

目山口組組長田岡一雄テレフォンカードの調査報告書（甲Ａ５－４）を提出し

た。 

（２）第２次死刑再審請求棄却決定 

２０１４（平成２６）年８月２６日、大阪地裁は第２次死刑再審を棄却した

（甲Ａ５－５）。 

（３）即時抗告申立 

２０１４（平成２６）年８月２８日、弁護人は大阪高裁に即時抗告を申立て

た（甲Ａ５－６）。 

（４）即時抗告棄却決定 

２０１５（平成２７）年３月３０日、大阪高裁は即時抗告を棄却した（甲Ａ

５－７）。 

（５）特別抗告申立 

２０１５（平成２７）年４月２日、弁護人は最高裁に特別抗告をした（甲Ａ

５－８）。 
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（６）特別抗告棄却決定 

２０１５（平成２７）年１１月３０日、最高裁は特別抗告を棄却した（甲Ａ

５－９）。 

 

３ 第３次死刑再審請求 

（１）第３次死刑再審請求（大阪地裁） 

２０１５（平成２７）年１２月４日、弁護人は大阪地裁に第３次死刑再審請

求をした（甲Ａ６－１）。 

証拠として次の写真撮影報告書（甲Ａ６－２）を提出した。 

千里グランドハイツ（Ｋの住居でＫを拉致した現場）の状況  

（Ｗは一人で車に残っていて、逃亡も救助求めるも十分可能であった） 

サンハイム天満橋（Ｋ、Ｗの監禁殺害現場）の状況 

これに対し、２０１６（平成２８）年３月１４日検察官は意見書（甲Ａ６－

３）を提出した。 

２０１６（平成２８）年６月３０日、弁護人は意見書（甲Ａ６－４）を提出

した。 

（２）第３次再審請求棄却決定 

２０１７（平成２９）年３月２８日、大阪地裁は第３次再審請求を棄却した

（甲Ａ６－５）。 

（３）即時抗告申立 

２０１７（平成２９）年３月３０日、弁護人は大阪高裁に即時抗告を申立て

た（甲Ａ６－６）。 

（４）即時抗告棄却決定 

２０１７（平成２９）年７月２０日、大阪高裁は即時抗告を棄却した（甲Ａ

６－７）。 

（５）特別抗告申立書 

２０１７（平成２９）年７月２０日、弁護人は最高裁に特別抗告をした（甲

Ａ６－８）。 

（６）特別抗告棄却決定 

２０１７（平成２９）年９月１１日、最高裁は特別抗告を棄却した（甲Ａ６

－９）。                                                    

 

４ 第４次死刑再審請求 

２０１７（平成２９）年９月１２日、弁護人は、第４次再審を大阪地裁に請

求した（甲Ａ７－１）。証拠として写真撮影等報告書（甲Ａ７－２）を提出し

た。 

２０１８（平成３０）年１月３１日、弁護人は意見書を提出した（甲Ａ７－

３） 
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第４ 死刑再審請求人らに対する死刑執行 

第４次再審請求事件が大阪地裁に係属中の２０１８（平成３０）年１２月２

７日朝、被告国は、大阪拘置所で、死刑再審請求人及びＳ（以下「死刑再審請

求人ら」という。）の両名の死刑を執行した。 

１２月２７日は、官公庁のいわゆる御用納めの前日である。刑事被収容者施

設処遇法１７８条２項では、１月１日～３日、１２月２９日～３１日は死刑執

行が禁止されている（外休日、土曜日、日曜日も同様）。 

現在における死刑執行の運用状況では、死刑確定者は自分に対する死刑がい

つ執行される予め知ることはできない。というのも、執行の日の朝に告知され、

刑場に引致され、執行されるからである。そのため、月曜日から金曜日のウイ

ークデイは、死刑確定者にとって不安と絶望の日々である。１２月２９日～１

月３日までは、そのような心配もない、つかの間の安息日なのである。１２月

２７日は御用納めの前日、安息日の間近であった。 

しかも、２０１８（平成３０）年は、上川陽子法務大臣の指揮によるオウム

真理教関係者の死刑確定者１３名の史上最大の死刑大量執行（同年７月６日に

７名、同年７月２６日に６名）がなされていた。 

死刑再審請求人らに対する死刑が執行されたのは、山下貴司法務大臣が２０

１８（平成３０）年１０月２日に就任して３ヶ月に満たない時期であった。そ

の上、史上最大の執行が行われた後であったことから、同年中における執行は

もはやないだろうと考えられた。ところが、安息日の直前の御用納めの前日で

ある１２月２７日に死刑再審請求人らに対して死刑が執行されたのである。 

 

第５ 第４次再審請求棄却決定 

死刑再審請求人の死刑執行の約１年後である２０１９（令和元）年１２月５

日、大阪地裁は第４次再審請求を棄却した（甲Ａ７－４）。 

決定では、請求人は「Ｏ（旧姓Ｋ）昭和３３年９月３日生（平成３０年１２

月２７日死亡）」、弁護人は「原告弁護士３名と小田幸児弁護士」を表示し、

主文として、「本件再審請求を棄却する。」とされている。 

また、決定は、提出証拠の評価に言及し、弁護人の提出証拠（写真撮影等報

告書）が、「新規証拠」であることは否定できないが、「明白性」が認められ

ないと判断している。 

 

第６ 再審の争点と死刑再審弁護人の新規・明白な証拠の提出 

１ 死刑再審請求の主張の骨子 

刑訴法４３５条６号は、「原判決において認めた罪よりも軽い罪を認めるべ

き明らかな証拠をあらたに発見したとき」は、再審請求をすることができると

定めている。 

死刑再審請求人の死刑再審請求弁護人が第１次から第４次までの死刑再審請

求で一貫して主張したのは、確定判決が認定した「Ｋ、Ｗに対する強盗殺人」

が事実と異なり、現金奪取後、両者への殺意が生じた、即ち「強盗と殺人の併
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合罪の関係」であるいうものである。後者は原判決で認めた罪よりも軽い罪で

あり、量刑（死刑）にも重大な影響が及ぶ。 

 

２ 死刑再審請求弁護人の具体的主張 

死刑再審請求弁護人は、ＫとＷへの殺意は現金強奪の後に生じたと、以下の

とおり主張してきた。 

 

Ｏらは、昭和６３年１月２８日にＷを拉致したが、その目的はＫの住

所を聞き出すためである。同月２９日午前２時ころ、Ｏ、Ｉ、Ｗは、東

天満の「元祖ニンニクラーメン薩摩っ子」東天満店（以下「ラーメン店」

という）で食事をしている。翌２９日、Ｗの案内でＫの住居へ行きＫと

遭遇した。Ｏら３名は、Ｋを拉致して現金を奪取し、それを共犯者間で

分配すればよく、それ以上にＫに危害を加える必要はないと認識してい

た。というのも、Ｗに対する脅しは功を奏しているだけでなく、Ｋを拉

致する際にはＯらの手助けをしていた。また、Ｋは過去にも現金をとら

れた経験があったが、警察への届出をしていなかった。これらのことら、

Ｏらは、事件はうやむやになると考えていたからである。両名の殺害は

Ｏらの念頭になかった。 

ところが、サンハイム天満橋６０７号室に戻ると、Ｋの所持品から山

口組組長（田岡一雄）の姿が印刷されたテレフォンカードが発見された。

それを見て、ＯやＩは、Ｋとつながりのある山口組に事件が知られたら、

自分たちが殺されるかもしれないと思い至った。そこで、両名を殺さな

いと仕方がないという殺意がはじめて生じ、Ｋ、Ｗを殺害するにいたっ

た。 

要するに、Ｋ、Ｗへの殺意は、現金入手後に発生した。 

 

というものである。つまり、死刑再審請求人、Ｉ、Ｓの犯行が、当初からＫと

Ｗの殺人を計画していたのであれば考えられないような「場当たり的行動」で

あったことを明らかにし、強盗以後の状況の変化で殺意が生じたこと、「確定

判決の認定の脆弱性」を、新証拠で明らかにすることであった。 

 

３ 死刑再審弁護人の提出した新証拠と立証をしようとしたこと 

死刑再審弁護人が上記主張（殺意の犯意発生が現金強奪後）を立証するため

に第１次から第４次の再審請求審で提出した証拠とそれらの立証趣旨は以下の

とおりである。 

（１）第１次死刑再審請求 

「こんな僕でも生きてていいの」（甲Ａ４―４） 

死刑再審請求人の著作であり、これまでの経過を記述したものである。死

刑廃止のための大道寺幸子基金第１回死刑囚表現展受賞作である。 

「死刑 信仰心でかかわる」新聞記事（真宗大谷派僧侶寺林惇）（甲Ａ４－
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５） 

（２）第２次死刑再審請求 

面会報告書（西園寺泰弁護士）（甲Ａ５―３） 

死刑再審弁護人が共犯であるＩと面会し、Ｉから聞き取った供述を記載し

た報告書である。Ｉが、現金入手後に殺害の犯意が生じたことを明らかに

する供述をしている。 

調査報告書（立田清建）（甲Ａ５－４） 

三代目山口組組長・田岡一雄の姿が印刷されたテレフォンカードが実在し

たこと 

（３）第３次死刑再審請求 

写真撮影報告書（西園寺泰弁護士）（甲Ａ６―２） 

Ｋを拉致した千里グランドハイツや、連れ込んだ「サンハイム天満橋」に

ついて、生命の危険を感じる場所でないこと 

（４）第４次死刑再審請求 

写真撮影報告書（西園寺泰弁護士）（甲Ａ７―２） 

Ｋ拉致前に、Ｗを連れていったラーメン店の様子 

（５）第２次死刑再審請求で立証したこと 

死刑再審弁護人らは、殺意発生が現金強奪後であること、即ちサンハイム天

満橋６０７号室に戻った後、Ｋの所持品から山口組組長のテレフォンカードを

発見し、山口組に事件が知られたら自分たちが殺されるかもしれないと思い、

両名を殺さないと仕方がないという殺意がはじめて生じた、との主張をしてい

た。これを立証するため、山口組組長の田岡一雄の姿が印刷されたテレフォン

カードの実在を証明する調査報告書（甲Ａ５―４）、及び共犯者のＩから「元

金強奪後に殺人の犯意が生じた」という説明を聞き取った面会報告書（西園寺

泰弁護士）（甲Ａ５―３）を提出した。 

（６）第３次・第４次死刑再審請求で立証したこと、立証しようとしたこと 

確定判決は、Ｗ殺害の共謀が成立したのは、ＯとＩについては、Ｗを車で迎

えに行く車中であり、Ｓを加えた３名がＫ殺害を共謀したのは、ＯからＷに加

えＫを拉致して監禁していると電話で聞かされた時点と認定している。 

死刑再審弁護人らが、重点的に立証しようとしていたのは、Ｋを拉致する前

、千里グランドハイツへ行く前のＷの状況であった。もし、Ｗに対する殺意が

あったのであれば、同人を自由にはできない。ところがＷは、サンハイム天満

橋付近でもＫの千里グランドハイツ付近でも一人でいる時間があった。助けを

求めることも、逃げ出すことも可能であった。Ｏらは、Ｗを同人に対する殺意

とは両立しないような自由な状態においていたのは明らかである。 

１９８８（昭和６３）年１月２８日、Ｗをサンハイム天満橋に拉致監禁した

のは、Ｋの住所を聞き出す目的であった（殺害ではない）。Ｗは、同年同月２

９日午前２時ころ、Ｏ、Ｉと共にラーメン店へ行き、ラーメンを店内で食べて

いる。そして翌２９日、ＯとＩはＷの案内でＫの千里グランドハイツへ行き、

待っていて、Ｋと遭遇したためＫを拉致し、現金を社員にもってこさせ、奪取
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し、分配したのである。 

死刑再審弁護人は、これらの事実の立証のために、第３次死刑再審請求審で

は千里グランドハイツやサンハイム天満橋の写真撮影報告書を提出して、Ｗの

行動の自由を明らかにした。 

第４次死刑再審請求では、第３次死刑再審請求を踏まえ、Ｗを連れていった

ラーメン店と、Ｋ及びＷの監禁場所であるサンハイム天満橋との位置関係を明

らかにした。 

死刑再審弁護人は、犯行当時と同じ、冬の深夜の同ラーメン店内の様子の写

真撮影した。「写真撮影等報告書」によって、同店には深夜であっても店員や

客がおり、Ｗが逃亡を図ったり、助けを求めることは容易であったことを立証

しようとした。 

これら写真撮影報告書は従前に全く触れられなかった事実を確認するもので

新規性があった。 

 

４ 死刑再審弁護人の立証の積み重ねと死刑執行による頓挫 

このように、死刑再審弁護人である原告らは、本件が「強盗と殺人」の併合

罪であることを明らかにするために、様々な証拠を提出してきた。このような

証拠は、死刑再審弁護人が死刑再審請求人と接見し、そこから事実を明らかに

する証拠を見出し、新証拠として提出してきたものである。これらの証拠は、

再審裁判所において、証拠の新規性が認められたものもあるが、明白性がない

とされてきた。 

しかし、これまで４次に及ぶ再審請求審で提出した証拠１つ１つをとると、

一見、「明白性」が認められないように見えても、死刑再審弁護人は、これら、

収集し請求した証拠を併せて再審請求審裁判所に明らかにすることによって、

「殺意の発生時期」が死刑再審弁護人の主張するものであることを明らかにし

ようとしてきた。 

そのための弁護活動は、第４次再審請求審でも続けられていた。 

２０１８（平成３０）年６月２７日には、午前１０時から、大阪拘置所にお

いて、原告池田・原告西園寺がＳに面会した。両弁護人は、Ｓからこれまでの

事実関係を確認した。その結果を踏まえて、証拠関係を整理したうえ、さらに

死刑再審請求人と面会を重ねて、新たな立証をどうすべきか検討しているとこ

ろであった。 

ところが、死刑再審弁護人のさらなる立証に向けた弁護活動が、死刑再審請

求人の死刑執行により、妨害され阻止されたため、弁護活動は頓挫した（甲Ａ

８）。 

 

第７ 死刑事件再審の弁護人の権利と本件不法行為 

１ 再審の弁護人について 

 刑訴法４４０条は、再審における弁護人の選任について規定する。 

 同条１項で、検察官以外の再審請求者は弁護人の選任が可能であること、同
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条２項で、選任の効力が再審の判決まで続くことが規定されている。 

 本件では、２０１７（平成２９）年９月１２日に第４次再審請求がされてい

る。請求にあたって、原告らが弁護人として選任され、第４次再審請求審継続

中、弁護人の地位を有していた。 

 

２ 死刑事件における再審弁護人の弁護権 

（１）死刑事件の特異性 

死刑事件の再審弁護人は、死刑以外の他の事件の再審弁護人とは全く異なる。 

それは、死刑の異質性に由来する。 

「死刑は、懲役、禁錮、罰金等の他の刑罰と異なり、被告人の生命そのもの

を永遠に奪い去るという点で、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得

ない場合に行われる究極の刑罰である」（最高裁第二小法廷平成２７年２月３日

決定・刑集６９巻１号９９頁）からである。 

（２）死刑再審請求人と死刑再審弁護人との関係 

死刑再審弁護人の役割が特異なのは、究極の刑罰が科されようとしている再

審請求人の「いのち」を預かることになるからである。 

死刑再審請求人と死刑再審弁護人との間に築かれる関係は、「いのちの依頼関

係」である。単なる委任関係ではない。死刑再審弁護人は、死刑再審請求人の

「いのち」を委ねられ、任されている。その責務の重さは計り知れない。 

死刑再審弁護人は、死刑再審請求人の「いのち」を救うことを至上命題とさ

れる。さらに、その実現は司法への信頼と国家社会の健全さを維持・増進する

ことに不可欠な公益活動（公的使命）でもある。なぜならば、無辜の者が死刑

を執行された場合は勿論、誤った事実認定や法令適用によって死刑を選択され

執行された場合、量刑上重大な事実を誤認したり考慮しなかった結果死刑を選

択してしまった場合等に、死刑執行後にそのことが明らかになっても、生命を

取り戻すことは不可能だからである。 

そのため、死刑再審弁護人は、死刑再審請求人の「いのちを守る」という私

的使命と、「誤判を正し司法への信頼を回復する」という公的使命の両者を実現

する責務を負っている。 

このような、私的使命だけでなく、公的使命を負う死刑再審弁護人の活動に、

国家が最大限の保護と保障をすべきは当然である。 

（３）死刑事件の特質としての弁護人の義務 

死刑再審弁護人が、死刑再審請求人の「いのちを救う」という私的使命のほ

かに「誤判を防ぎ司法の正義・信頼を回復する」という公的使命を負うことは

以下の点から裏付けられる。 

ア 死刑事件という重大性 

死刑確定事件は特別である。それは「いのち」を奪う死刑執行が予定されて

いるからである。 

日本と同じ死刑存置州があるアメリカ合衆国では、連邦最高裁の判例の積み

重ねによって、今日では死刑判決の適用にあたっては、他の非死刑事件におけ
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る、単なる「デュー・プロセス」ではなく、「スーパー・デュー・プロセス」が

保障されなければならないとされる。アメリカ合衆国の州法において、死刑事

件の手続には、①公判審理は事実認定手続と量刑手続が分離されること、②必

ず陪審による裁判が行われること、③被告人側に対して他の事件に比して手厚

い資金補助が行われ、弁護人は、死刑事件を弁護した経験のある２名が付せら

れること、④自動的な上訴が行われること、⑤州の有罪確定後の手続、連邦の

人身保護請求及び州知事による恩赦など再審査の機会が得られていることが保

障される。 

イ 死刑事件の弁護の特別性 

アメリカ法曹協会（ＡＢＡ）では、死刑事件の弁護の重要性から「死刑事件

弁護人の選任及び任務のためのガイドライン」を策定している（甲Ｂ１）。ガ

イドラインには、「あらゆる段階の弁護人は、有罪・無罪および量刑の双方の点

に関し、徹底した、かつ独自の調査活動を行う義務を負う」ことや「依頼者が、

嫌疑を受けている犯罪について認めていようと、いかなる供述をしていようと、

圧倒的な証拠が有罪を示していようとも、依頼者が有罪・無罪に関する証拠は

収集せず、あるいは提出すべきでないと述べた場合であろうとも、有罪・無罪

に関する調査は実施されるべきである」こと（１０、７ Ａ １、２）等が定

められている。 

このようにアメリカ合衆国では死刑事件審理・死刑事件弁護が通常の刑事事

件・刑事弁護とは一線を画する極めて特別なものとされている。 

その結果として、依頼者の意向に反していようとも、あらゆる証拠を収集し

て有罪・無罪に関する調査を実施すべきであることや法的主張に関する徹底的

な調査を行うことが求められている。ここには、死刑事件の被告人と弁護人間

の関係性が、委任契約に基づく単なる依頼関係ではなく、被告人の意思に反し

てでも弁護人は死刑を回避するためにあらゆることを行うべきであることが現

れている。 

死刑事件弁護においては、死刑に直面する人のいのちを救うための弁護人固

有の弁護権が存在するものといえる。 

アメリカ合衆国では死刑再審制度はないものの、死刑判決をうけた者の死刑

執行までにあらゆる弁護活動（連邦の人身保護請求及び州知事による恩赦など

再審査の機会を得る活動）がなされている。死刑判決をうけた者の弁護を担当

する弁護人は、死刑判決をうけた者の死刑執行を回避するために、その意思を

超えても（反しても）、あらゆる弁護活動を行うべきであるとされ、現に活動し

ている。 

これは両者の委任契約に由来するものとしても、それだけから導かれるもの

ではなく、特別の弁護権として存在するものである。 

（４）日本における弁護人の役割からみた使命 

日本においても、弁護人の公的使命は認められている。 

ア 弁護人の地位と役割 

刑事手続における「弁護人の本来の任務は、被疑者・被告人の利益の擁護で
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あり、そのために全力を尽くすべき責務を負っているのであるが、擁護すべき

利益は訴訟当事者としての正当な利益であり、その方法は偽証教唆、虚偽の立

証等、違法な手段にわたってはならないのである。このことは、弁護人の弁護

活動が単なる被疑者・被告人の法的利益の擁護にとどまらず、これを超えて刑

事司法の目的に向けられているという弁護人の公的性格に由来する」（司法研修

所 刑事弁護実務（六訂版）甲Ｂ２）とされる。 

元最高裁判事大野正男は、「弁護士が法律家で在る限りは、司法の独立した機

関として固有の責任をもつ。私は、弁護士の職業的機能は、この二つの中心円

から画かれる楕円によって形成されると述べてきた。」（「楕円の論理 弁護士と

依頼者の間」判タ５２８号９頁 甲Ｂ３）とされ、弁護士の本質的特質として

「第１に、それは職業としての独立性をもっていることである。これは、官僚

制を根幹とする職業と対比するとき明らかな特色をもつ。・・・弁護士は、依頼

者のために、その最善の利益を擁護する義務を負うが、同時に、依頼者そのも

のではなく、依頼者の走狗でもない。反面、弁護士は広義の司法機関の一員で

あるが、裁判所や検察官から独立の機関である。」ことを指摘する（講座 現代

の弁護士２ 弁護士の団体 第１章 職業士としての弁護士および弁護士団体

の歴史 ２頁 甲Ｂ４）。 

この「司法の独立した機関としての弁護士の固有の責任」については、様々

な根拠付けがなされている。 

準司法機関説は、「弁護人の役割は、検察官が裁判という司法の一翼を担う司

法機関であるのと同様に、弁護人もまた裁判の他方当事者という役割を担う

（準）司法機関である。」（森下弘「弁護人の役割論－主として準司法機関説の

立場から－」『新時代の刑事弁護』５７７頁（甲Ｂ５））、「司法の公正・中立・

独立が危殆に瀕することがないように常に弁護士自身も留意し、その確立に努

力することは、弁護士の職務に内在する倫理上の義務である。また、弁護士は

司法制度の一翼を担う者として、司法制度の健全な発展（病める司法の打破）

のために積極的に努力する責務があるといわなければならない。」（森下弘「刑

事弁護ガイドラインへの一私案」季刊刑事弁護２２号４２頁（甲Ｂ６）とする。 

弁護人の役割をめぐって「誠実義務」と「真実義務」が議論されている（森

下前掲「弁護人の役割論」５７７、５７８頁（甲Ｂ５））。上田國廣は「弁護人

の役割は誠実義務に尽きるわけではない。」として、「私が強調したいのは、憲

法的あるいは人権保障的な機能を発揮できるように司法過程の監視を担う憲法

上の責務である。」（上田國廣「被疑者・被告人と弁護人の関係②」季刊刑事弁

護 ２２号３５頁（甲Ｂ７））とする。 

このように、刑事弁護人が「独立の機関」としての「誤判を正し司法への信

頼を回復するという公的使命」を負っていることは、刑事弁護人の使命として

承認されている。 

イ 弁護士の職務上の倫理（義務） 

この使命は、日本の弁護士の職務上の倫理（義務）としても定められている。 

日弁連の弁護士職務基本規程（甲Ｂ８）は、第４条で「弁護士は司法の独立
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を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める」と定める。第４６条

は「弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、

その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める」と定める。第７

４条 は「弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める」と定める。弁護

士の使命として、健全・公正な司法制度の実現に向けて努力する義務を課して

いるのである。 

（５）国際的にみた弁護士の公的使命 

ア 国際的な原則…国連の「弁護士の役割に関する基本原則」（甲Ｂ９） 

国連は国連犯罪防止・刑事司法に関する国連の課題と基準を設定するものと

して、１９５５年から５年ごとに国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス）

を開催してきた（２０２０年は日本の京都で開催予定であったが、コロナウイ

ルスの蔓延で延期となった。）。 

１９９０年のコングレスは、「弁護士の役割に関する基本原則」を採択し、国

際規範として確立した。基本原則１４は、 

 

弁護士は、依頼者の権利を守るにあたって、また司法の目標を促進

するにあたって、国内法と国際法で認められた人権と基本的自由を擁

護するように努めるものとし、そして、いかなる時でも、法および法

曹に認められた基準と倫理に従って、自由にかつ熱心に行動しなけれ

ばならない。 

 

と定めている。この役割の中に「司法の目標を促進するにあたって」とあるよ

うに、司法の目標（公正な司法の実現）の促進を前提として行動すべきことを

明らかにしている。 

イ アメリカＡＢＡの基準 

アメリカ法曹協会（ＡＢＡ）は、「弁護機能に関する基準」を定めている（甲

Ｂ６）。その第１章「一般原則」の§４－１・２「弁護人の機能」で 

 

（ｄ）弁護人は刑事司法の運営を改革・改善するように求めなければ

ならない。実体法あるいは手続法における不適切や不正義な点を弁護

人が気がついたときには、弁護人は救済活動をとるように傾注しなけ

ればならない。 

 

と「刑事司法の運営を改革・改善するように求める義務」を定めている（なお、

上記訳文は、実際には原文の（ｅ）の規定である）。 

（６）死刑再審弁護人の公的使命 

死刑再審弁護人は、死刑再審請求人の「いのち」を委ねられ、任されている。

死刑事件においては、死刑再審請求人の「いのち」を救うことが至上命題であ

り、誤判（司法の誤り）は、「命の喪失」という、重大で取り返しのつかない結

果を招来する。 
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このように、司法の一翼としての公的地位を有する死刑再審弁護人は、誤判

（司法の誤り）を正し司法への信頼を回復するという公的使命を有している。 

（７）再審請求の構造からみる死刑執行後の弁護人の弁護権 

このような死刑再審請求人と死刑再審弁護人との関係は、死刑再審請求人が

死刑執行によって死亡しても、死刑再審請求審が終了しないことに伴い、弁護

人の弁護のもとに再審請求手続が継続する。それは、再審請求の訴訟構造から

も裏付けることができる。 

再審が開始された後の再審公判では、「有罪の言渡を受けた者」が再審判決の

前に死亡した場合（この場合には、理論的には死刑執行の死亡も含まれている）、

再審手続は継続し（刑訴法４５１条２項２号）、再審手続は終了しない。 

他方、再審開始決定前の請求手続中に、請求人が死亡した場合には、明文規

定は存在しない。 

しかし、再審請求人が死亡しても、再審判決前の公判であろうと、再審開始

前の手続中であろうと、誤判の是正及び死亡した請求人の名誉回復という点に

おいて、再審請求の目的は変わらない。いずれの場合も、誤判の是正及び死亡

した請求人の名誉回復という死刑再審の目的（これこそが公益的使命である）

を達することができるのは、死刑再審弁護人しかいない。 

死刑事件の再審請求では、死刑再審請求人死亡には、他にみられない「特別

の事情」が存在している。それは、死刑再審請求人の死亡が相手方である国に

よる「死刑執行」という作為によるからである。死刑再審請求人の死亡の原因

は国が作ったものなのである。再審手続を死亡により終了させるのは、誤判の

防止と死刑再審請求人の名誉を回復するという司法の目的を損なう結果を招来

し、正義に反する。 

それゆえ再審判決前に再審請求人が死刑執行により死亡しても、死刑再審弁

護人がいる限り、再審請求が継続するのは当然である。 

このことは、歴史的考察から、また学説においても裏付けられている。 

戦前の旧刑訴法下での再審には「利益再審」と「不利益再審」が存在した。

旧刑訴法５１３条には、「不利益再審」は請求人死亡により請求の効力を失うこ

とが定められていたが、利益再審の場合には同様の規定がなかった。 

これを踏まえ、高田卓爾教授は、「被告人の不利益のためにした再審請求につ

いては、これに対して新に有罪の言渡または原判決の認めたものより重い刑を

言い渡すことができるものであるところ、もし、被告人が審理中に死亡したと

きは、その再審請求は目的を失うに至るというべきである。」が、「不利益再審

の場合と利益再審の場合では、前提が大きく異なる。利益再審の場合には、請

求人が死亡しても、誤判の是正及び死亡した請求人の名誉回復という点におい

て、再審請求の目的は消失しないというべきである。それゆえにこそ、再審公

判については、再審判決前に再審被告人が死亡しても再審公判は継続すること

になる。」として、「再審請求手続中の場合も、請求人死亡によっても再審請求

は終了しない。」とされている（刑事訴訟法６０４頁 甲Ｂ１０）。 

また、大出良知教授は、「再審による救済の具体的内容は事実認定の是正であ
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って、刑の執行からの解放といった現実的利益とは別であるとして、手続的に

支障がない限り、請求人が死亡しても、再審を開始すべきかどうかの判断に最

終的決着がつくまで、請求手続は終了しないと解する見解もある。現に意見聴

取と決定送達は請求人に代わって弁護人が行えば足りるため手続的支障がない

上、刑訴法４４０条２項は、『再審の判決まで」弁護人選任の効力が続くことを

定めているが、この条文には請求人死亡後も、弁護人による再審請求が存続す

ることを含意していると解することで、『再審の判決』までの選任によって請求

人における手続追行の意思を表明したものとして、請求手続の存続が認められ

ると考えるものである。 

このように、死刑再審における死刑執行による死刑再審請求人の死亡という

結果、再審請求の構造や刑訴法４４０条２項の含意を踏まえると、死刑再審請

求中に、死刑再審請求人に対して死刑が執行された後も、死刑再審弁護人の弁

護権は存続し、事件は継続するものと解される」と述べている（「再審請求人の

死亡と請求手続」法学セミナー４１１号１３４、１３５頁 甲Ｂ１１）。 

 

３ 死刑再審弁護人の弁護権は死刑再審請求者の死刑執行によって終了しない 

 最高裁は、再審請求段階で請求者が死亡したとき（死刑執行でなく）は、再

審請求は当然に終了するとしている（最高裁平成２５年１２月１０日民集６７

巻９号１７６１頁）。 

 しかし、その後の裁判例は、死刑執行により死刑再審請求人が死亡した場合

は、再審請求手続は当然に終了しないとしている。前橋地裁高崎支部平成３０

年６月２５日の決定（甲Ｂ１２）はその一つである。同決定は、再審請求中に

死刑執行により再審請求者が死亡したものであるが、再審請求者の死亡によっ

ても再審請求手続が当然に終了しないことを前提に、検察官の主張を斥け、新

証拠の明白性等について具体的な検討を加えた判断を示している。この、決定

は、請求人が死亡した場合でも、再審請求手続が継続することを明らかにした

ものである。 

本件でも、同じ判断がされている。 

本件では第４次再審請求中に死刑再審請求人に対して死刑が執行され、死刑

再審請求人が死亡した。ところが、裁判所の再審請求の判断は、死刑再審請求

人の死刑執行（死亡）の約１年後である２０１９（令和元）年１２月５日の決

定により示された。同決定は、前記のとおり、原告らが第４次再審請求におい

て提出した写真報告書の新規性を肯定したものの、明白性要件を充足しないも

のとして再審請求を棄却した。 

前記前橋地裁高崎支部決定と同様、請求人死亡が死刑執行によってもたらさ

れた場合であっても、直ちに再審請求手続が終了するわけではなく、死刑執行

後も死刑再審弁護人の権利が存続することが明らかにされている。 

 

４ 小結 

 以上述べてきたように、死刑再審請求がなされ、死刑再審請求人が死刑執行
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により死亡したとしても、死刑再審請求手続は終了しない。 

 それは、死刑事件という「いのち」がかかった事件の特質、死刑弁護の特別

性、司法の正義を追求する弁護人の公的使命（それは国際的なものであること）

から裏付けられる。 

現に、我が国の再審手続においても、これらを踏まえ、認められている。 

死刑再審弁護人の弁護権は、死刑再審請求人とは別個に存在し、死刑再審請

求人が死刑執行により死亡したとしても、再審請求の決定までは存続している

ということである。 

 

第８ 被告の不法行為と原告らの損害 

被告は、原告らの死刑再審弁護の依頼人であった死刑再審請求人を死刑執行

により死亡させた。 

 

１ 被告の死刑執行の違法性 

再審請求権は、憲法３９条、刑訴法で保障された権利であり、再審請求は原

判決をした裁判所が管轄し、これを判断する（刑訴法４３５条、４３８条、４

３９条）。再審の判断権は司法権に専属している。 

この司法判断を求める「裁判所（司法）へのアクセス」権は、何人であって

も（行政であっても）侵すことができない。 

死刑再審請求人は前記のとおり、原告ら死刑再審弁護人を選任して、第４次

死刑再審請求をし、これについて司法（裁判所）の判断を求めていた。しかも、

裁判所に求めていたのは、「誤判を正し、司法への信頼を回復する」という、

司法における核心的で重要な部分であるとともに、死刑再審弁護人の公的使命

の中心的部分である。 

ところが、被告による死刑再審請求人の死亡（殺害）により、原告ら死刑再

審弁護人は、死刑再審請求における立証が困難を極めることとなった。 

死刑再審請求人は、原告らの事実確認の源泉であった。確定審の段階から第

４次死刑再審請求に至るまでのすべての弁護活動は、死刑再審請求人に対する

事実確認に基づいて展開されてきた。そして、死刑再審請求人自らも証拠とし

ての価値を有する唯一無二の存在であり、原告らの弁護活動上必要不可欠の存

在であった。 

被告は、その唯一無二の存在を殺害した。これによって、死刑再審請求人で

あるとともに、その請求に関する直接の体験をした唯一無二の証拠は永遠に失

われた。原告らが、死刑再審請求人によって事実を証明することが不可能とな

った（証拠隠滅）。原告らが、死刑再審請求人以外から収集・取得した証拠・

情報について、死刑再審請求人に事実確認をすることも不可能になった（証拠

潰し）。このように、死刑再審請求人を失ったことで原告らが、それ以上の訴

訟上の立証活動が不可能になったものであり、死刑再審請求人に対する死刑執

行は、国による証明妨害行為である。 
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しかも、「国」は単なる死刑を執行する機関だったのではなく、再審請求審

における相手方であったことに鑑みると、死刑執行によって再審請求の遂行を

不可能（少なくとも著しく困難）ならしめる行為であって、他方当事者（相手

方）による原告らに対する著しく不正義な行為、即ち訴訟の一方当事者による

他方当事者の「抹殺」であって、司法妨害の最たるものである。 

 

２ 被侵害利益 

死刑再審請求人に対する死刑執行は、死刑再審弁護人として有する弁護権を

直接侵害したものである。 

特に、死刑事件における弁護人には、誤った判決を糺し、死刑確定者の命を

救うとともに、司法への信頼を回復するという、死刑確定者の個人的利益を超

えた公正な法制度をめざす公益を実現する責務があるところ、国の死刑執行に

よってその責務の遂行が不可能となった。 

また、死刑確定者の再審請求を損なうものとして、弁護人の任務遂行をも妨

害したものである。行政権による司法妨害といわざるを得ず、その違法性は高

い。 

 

３ 損害 

被告の２０１８（平成３０）年１２月２７日の死刑執行は、原告ら死刑再審

弁護人の弁護権に対する不法行為である。 

原告らは、死刑再審弁護人として誤判を正し司法への信頼を回復する使命を

追求することを困難ないし不可能にされた。また、死刑再審請求人から委ねら

れた「いのち」を救うという再審請求の目的を果たすこともできなくなった 

これを償うには慰謝料として原告各１名につき金５００万円は下らない。 

さらに、弁護士に委任して本訴訟を提起せざるをえなくなったことから弁護

士費用として５０万円も被告の不法行為による損害である。 

よって、原告ら死刑再審弁護人は、再審請求中に再審請求者を死刑執行した

国に対して、請求の趣旨のとおり、損害賠償を求める次第である。 
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本件の争点（再審請求中の死刑執行の違法性） 

 

本件では、被告は再審請求中の死刑執行が適法であることも抗弁として主張

すると考えられる。そこで、本件訴訟の重要な争点を最初から明らかにするた

めに、想定される被告の主張（抗弁）を明確にし、それに対する原告らの反論

を先行的に主張していく。 

 

第１ 想定される被告の主張 

１ 法の定め 

刑訴法４４２条は、「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。

但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判が

あるまで刑の執行を停止することができる。」と定める。 

また、刑訴法４７５条２項は、「前項の命令（法務大臣の死刑執行命令：原

告代理人注）は、判決確定の日から６箇月以内にこれをしなければならない。

但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出

がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決

が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」と定める。 

 

２ 法の解釈 

刑訴法４７５条２項但書では、判決確定の日から６か月経過後は効力を持た

ない。「判決確定の日から６か月経過」とされる期間に再審請求期間を含まな

いというだけである。その反面解釈により、６か月経過後の再審請求には６か

月規定（執行の禁止）が及ばない。そうでないと、死刑の執行が不能になり、

刑罰権の行使ができなくなる。６か月経過後の執行停止効がこれによって導か

れることはない。 

むしろ、刑訴法４４２条本文は、「再審の請求は、刑の執行を停止する効力

を有しない。」ことを明示的に規定している。この規定は、すべての刑罰に対

しての規定であり、死刑もこの規定の適用を免れない。 

再審請求権の保障と刑罰権の確保との権利的権衡は、刑訴法４７２条２項本

文の６か月規定（＝６か月間死刑執行の禁止）で図られている。したがって、

刑訴法の６か月規定に従った執行が違法になることはない。 

 

３ 法務大臣の広い裁量権 

刑訴法４４２条及び同４７５条２項の規定により、６か月の調整期間を経過

すれば、いつ、どの死刑確定者を執行するかは専ら法務大臣の広範な裁量に委

ねられている。ただ、裁量権といっても無制約ではなく、刑訴法に則った適切
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な行使が求められる。たとえば、刑訴法４７９条は、心神喪失者に対する死刑

の執行停止（同条１項）や懐胎者の執行停止（同条２項）などが法定されてい

る。法務大臣としては、死刑確定者のうち、執行停止事由に該当する者がいな

いか慎重に調査したうえで、死刑執行の対象となる者を選定している。 

 また、死刑確定者であっても、後に、再審によって無罪が確定した者がいる

ことも我が国の刑事司法の歴史上明らかである。そのため、死刑確定者のうち、

再審請求を行っている者についても、その再審請求の実態を詳細に調査し、確

定した死刑が再審によって覆る可能性がどの程度あるかを極めて慎重に調査し

た上で、死刑執行の対象者を選別している。 

 このように、死刑執行の対象者の選別に当たっては、刑事訴訟法の各条の趣

旨に則って適切に裁量権を行使して行われている。 

 

４ 本件の場合 

 本件は、心神喪失者にも懐胎者にも該当しない。また、争点は、確定審から

一貫して「強盗殺人か、強盗と殺人か」という専ら成立する罪名、罪数の問題

に帰着しており、犯人性や事件性など事実関係が根底から覆るような事案では

なかった。これらに鑑みれば、Ｏが死刑執行の対象者として選別されたことに

は、裁量権行使における逸脱や濫用は何ら認められない。 

 また、死刑執行を「いつ」行うのかについても、前記のとおり法務大臣には

広範な裁量がある。本件で選定した日時についても裁量権の逸脱や濫用は何ら

認められない。 

 

５ 小結 

 本件では、想定される被告の主張（抗弁）を当初から明確にし、原告らの反

論を詳細に主張している。それは裁判所に争点を認識していただくためである。

これ以外に、被告主張がなされれば、原告らは必要に応じて反論する。 

 

第２ 原告らの反論（その１）・・・・自由権規約違反 

本件において、Ｏ死刑再審請求人は、前述のとおり、第４次再審請求事件が

大阪地裁に係属中の２０１８（平成３０）年１２月２７日に死刑を執行された。 

しかしながら、再審請求中の本件死刑執行は、自由権規約６条に違反し、違

法といわざるを得ない。 

 

１ 自由権規約 

市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という）は、

国連総会で１９６６年１２月１６日に採択され、１９７６年３月２３日に発

効した条約である。日本は１９７９年６月２１日これを批准し、同年９月２
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１日発効した。 

自由権規約６条は以下のとおり定めている。 

 

1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保

護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。 

2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有してお

り、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵

触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、

権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。  

3 （省略）  

4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対

する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。 

5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女

子に対して執行してはならない。 

6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げる

ために援用されてはならない。 

 

後に詳述するとおり、自由権規約６条４項には、再審請求中の死刑執行の禁

止が含まれていると解釈されている。したがって、再審請求中の死刑執行は国

際法に違反する「恣意的な生命のはく奪」に該当する。 

これは国際的な人権基準（グローバルスタンダード）であって、日本の裁判

所もこれに拘束される。 

 

２ 人権保障は国内問題ではなく、国際的に理解されるべきであること 

自由権規約６条では、死刑宣告、死刑執行を厳格に例外的な場合のみに限定

するため、死刑宣告を受けた人には再審請求、恩赦、特赦手続きなど、死刑宣

告、死刑執行を回避するためのあらゆる手続きを取る権利が保障されている。

そのような手続き中に死刑を執行されないことは、国際的に確立した基本的人

権なのであって、Ｏ死刑再審請求人に対する死刑執行は、このような国際的人

権基準からみて基本的人権を侵害する違法なものであった。 

後述するとおり、日本の刑事訴訟法４４２条本文は、「再審の請求は、刑の

執行を停止する効力を有しない。」と定めている。これが死刑判決に対する再

審請求にも適用されるとすると、再審請求中の死刑執行を禁止する自由権規約

との抵触が問題となる。そのため、同条文は、国内法より上位にある自由権規

約に合致するよう解釈されるか、あるいは、国際法に反する国内法として死刑

執行に関する限りは、無効ということになる。 
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 本項第２− ８に後述するとおり、人権侵害の歴史と基本的人権概念の発展を

ふまえて、今日では、基本的人権の保障は、国内問題として各国の施策や解釈

に委ねられるものではなく、国際的に規律され、各国の人権保障は国際機関の

監視下におかれることとなっている。すなわち、国際法上、再審請求中の死刑

執行が禁止されている以上、再審請求中に死刑執行を許すか否かにつき、日本

は、国内法を根拠としても、国際法に反する施策をとることは許されないので

ある。 

 本項では、まず、国際人権法上、再審請求中の死刑執行が禁止されているこ

とを論じ、その国際法上の規律は、国内法の規定如何にかかわらず、国内でも

保障される人権であることを明らかにする。 

 

３ 生命に対する権利／恣意的な生命のはく奪の禁止 

自由権規約は、６条１項において「すべての人間は、生命に対する固有の権

利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生

命を奪われない」として、「生命に対する権利」を保障し、締約国に対して生

命に対する権利の享有を確保するために必要な法律的枠組みを確立することを

要求し、さらに、恣意的な生命のはく奪を禁止する。 

この「生命に対する権利」は、あらゆる人権の根幹をなすものであり、その

実効的な保障なくしてはその他の権利の保障も意味をもたなくなる、究極的な

人権である。 

そのため、第６条は、実体的権利を定める自由権規約第３部の冒頭に規定さ

れている。条約の実施機関として設置された自由権規約委員会は、自由権規約

の解釈指針となる「一般的意見」1の中で、生命に対する権利とは「その実効的

保護が他のすべての人権の享有の前提条件」、「至高の権利」であることを明

らかにしている（甲Ｃ１・パラグラフ２）。自由権規約は、第４条において「国

民の生存を脅かす公の緊急事態の場合」に一定程度の人権制約を容認している

が、自由権規約６条に規定される人権は、緊急事態下においてさえも制約が許

されない（non-derogable）権利である（自由権規約４条２項）。 

 
1 自由権規約の履行監督機関である自由権規約委員会は、履行確保の一手段としての個人

通報（人権侵害を受けた個人が規約委員会に通報し審査を求める制度）での「見解（views）」

の採択、各締約国の履行状況監視のための政府報告書審査における「総括所見（concluding 

observations）」などを通じて、条例の解釈法理を蓄積、発展させているが、「一般的意見」

は、そのような解釈法理をまとめて規約委員会で採択される公式文書。「ゼネラルコメン

ト」とも呼ばれる。 
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 締約国は、生命に対する権利を確保するための積極的措置をとる義務を負っ

ており（自由権規約２条２項、６条１項第２文）、自由権規約第６条１項は、

締約国に対し、すべての人が恣意的に生命を奪われない権利を確保するための

十分な制度、手続きを法律によって設置することの義務付けも含むことになる。 

 

４ 国連の死刑に対する態度・・・死刑廃止・執行制限に向けた世界的な流れ 

 ここで、国連が死刑制度に向けてどのような態度をとっているか述べる。 

 自由権規約６条は、それ自体、締約国に死刑廃止を義務づけるものではない。 

 ただ、国連は１９８９年１２月、第４４回国連総会で採択された自由権規約

第二選択議定書（一般に「死刑廃止条約」と呼ばれる）では、冒頭に、「死刑

の廃止が、人間の尊厳の向上及び人権の漸進的発展に寄与することを確信し、

・・・（自由権規約）第６条が、廃止が望ましいことを強く示唆する文言で、

死刑の廃止に言及していることに留意し、死刑廃止のすべての措置が、生命に

対する権利の享受における進歩とみなされるべきことを確信し、ここに、死刑

を廃止する国際的約束を行うことを希望」すると述べ、第二選択議定書を批准

するなどして死刑を廃止した規約当事国は、死刑を再導入することを禁止され、

第二選択議定書を廃棄することも許されない、としている（甲Ｃ１・パラグラ

フ３４）。 

 現実には自由権規約を批准しながら同規約第二選択議定書を批准せず、実際

に死刑制度を設けている国家は存在する（日本もその一つである）。また、自

由権規約６条１項は「恣意的な生命のはく奪」を禁止し、「恣意的でない生命

のはく奪」があり得ることを示していることから、死刑も、厳格な要件のもと

ではあるが、容認されているかのように見える。しかしながら、自由権規約委

員会によると「死刑は生命に対する権利の完全な尊重と一致させることはでき

ず、死刑の廃止は望ましく、人の尊厳の拡大と人権の漸進的発展のために必要

である。」（甲Ｃ１・パラグラフ５０）。そのため、自由権規約６条は、１項

で「恣意的でない生命のはく奪」を容認しつつも、６項において、「この条の

いかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるため

に援用されてはならない。」として、自由権規約が死刑制度を積極的に容認す

るものではなく、「まだ完全に死刑を廃止していない締約国が、予測可能な将

来、事実上及び法律上の死刑の完全な廃止に向けた、後戻りすることのできな

い道を進むべきであるという立場」を明らかにしているのである（甲Ｃ１・パ

ラグラフ５０）。２０２０年１１月１７日には国連総会の第３委員会で「死刑

執行の一時停止を求める決議」が採択された。 

自由権規約６条は、生命に対する権利の重要性から死刑廃止に向かうことが
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必要であることを前提として、現時点で死刑を存置している締約国については、

後述のとおり厳しい制約を課し、国家による生命のはく奪（死刑執行）を「極

めて例外的な場合にしか行なってはならない」ことを要求しているのである。 

これが、国連が死刑制度に対してとっている態度である。 

 

５ 国家の死刑適用・執行権限は厳格に制限されている 

 自由権規約６条２項以下は、以下のとおり、死刑存置国の死刑適用、執行権

限に厳格な制限を課している。 

自由権規約６条全体の構造から、１項に定める「生命に対する権利」がすべ

ての基本的人権の根幹にある重大な権利であることに鑑み、死刑は、他の代替

手段を尽くした、またはそれらが不十分とみなされた後の最後の手段でなけれ

ばならないと解されており、死刑存置国の死刑適用、執行は、以下のとおり、

限りなく「狭く解釈されなくてはならない」とされている（甲Ｃ１・パラグラ

フ１２、３３）。 

（１）自由権規約６条２項 

まず、自由権規約６条は、「犯罪がおこなわれた時に効力を有しており、か

つ、この規約の規定および集団殺害犯罪の防止および処罰に関する条約の規定

に抵触しない法律により」、「最も重大な犯罪についてのみ」科すことができ、

「権限のある裁判所が言い渡した確定判決」によってのみ執行することができ

るとしている。 

生命に対する権利を保障する規約において死刑の適用を規律するという、本

来相容れない性質から、２項に定められた要件は狭く解釈されなくてはならな

いとされている（甲Ｃ１・パラグラフ３３、３５）。 

（２）自由権規約６条４項 

自由権規約６条４項は、死刑判決が確定した者に対し、さらに、特赦または

減刑を求める権利を保障する。死刑執行の場面においても最大限執行が回避さ

れることが、人権として保障されている。後述のとおり、自由権規約６条４項

が直接的に「再審請求中の死刑執行」を禁じている。 

（３）自由権規約６条５項 

自由権規約６条５項は、１８歳未満の者が行った犯罪につき死刑を科すこと、

妊娠中の女子に死刑を執行することを禁止する。 

（４）死刑の適用が自由権規約（９条、１０条、１４条等）に抵触しないこ

   と 

自由権規約６条２項は、「この規約の規定・・・に抵触しない法律」によら

ない限り、死刑を科すことを認めておらず、例えば自由権規約１４条の適正手
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続要件を満たさない裁判により死刑を科すことは、規約１４条違反、規約６条

違反となる。拷問または残酷、非人道的、品位を傷つける取り扱いによって得

られた情報に基づく死刑判決も、規約７条違反、規約６条違反となる（甲Ｃ１

・パラグラフ４１、５２〜５５）。 

（５）死刑の執行が自由権規約（７条等）に抵触しないこと 

死刑判決自体が自由権規約違反とならない場合でも、その執行が自由権規約

に反する場合もある。たとえば死刑囚に対して死刑執行日に関して時宜にかな

った通知をしないことは死刑囚に対する虐待の一形態となり、規約７条違反と

なり得る（甲Ｃ１・パラグラフ１３、甲Ｃ４）。 

（６）死刑の適用や執行が「恣意的」でないこと 

自由権規約６条１項は、「恣意的な生命のはく奪」を禁止している。死刑執

行は国家による「生命のはく奪」であって、それが「恣意的」に行われてはな

らないとする自由権規約６条１項は、同条２項、４項、５項と並んで、締約国

の死刑執行権限に対する制約である（甲Ｃ２）。 

この「恣意的」という概念は極めて広汎な意味をもっている。 

  ア 国内法に相容れないものは恣意的である 

法的根拠のない、またはその他生命を保護する法律および手続きと相容れな

い「生命のはく奪」は、原則として「恣意的」である。たとえば刑事手続法に

違反する手続の後に発された死刑判決は、違法であり、恣意的である（甲Ｃ１

・パラグラフ１１）。合理的な疑いを超えてその有罪が証明されていない人の

処刑も、生命の恣意的はく奪となる（甲Ｃ１・パラグラフ４３）。 

イ 国際法違反は恣意的である 

「生命のはく奪」は、国際法または国内法と相容れない場合には原則として

恣意的であり、したがって、国内法に則っている場合であっても国際法に抵触

し「恣意的」、ということも起こり得る（甲Ｃ１・パラグラフ１２）。たとえ

ば（６）に述べた執行日を告知しないことは、日本の国内法違反ではなくとも、

自由権規約７条違反となるために「恣意的な生命のはく奪」として自由権規約

６条に反する可能性がある。日本の刑法で死刑の対象となる犯罪であっても「最

も重大な犯罪」といえない場合には、自由権規約６条違反となり得る。 

ウ 不適切・不公正など適正手続違反なども恣意的である 

さらに、「恣意性」の概念は、国内法違反、国際法違反にとどまらず、不適

切性、不公正、予測可能性および法の適正手続の要素の欠如、合理性、必要性

および均衡性の要素を含むよう、広く解釈されなくてはならない。死刑を含む

「生命のはく奪」は、他の代替手段を尽くした、またはそれらが不十分とみな

された後の最後の手段でなくてはならない（甲Ｃ１・パラグラフ１２）。 
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（７）死刑存置国に要求されるもの 

死刑存置国は、以上のすべての制約に抵触しない限度においてのみ、死刑を

適用、執行する権限を有するにすぎない。また、規約各条項違反を含む恣意的

な死刑の適用、執行が起こらないよう、国内法を整える義務をも負っている（自

由権規約６条１項、法律による生命の保護）。 

日本においても、国際人権法・人権規約からみて、これらが要求される。 

 

６ 死刑確定者の「再審請求中に死刑執行されない権利」の保障 

 以上を踏まえて、自由権規約６条４項において「死刑確定囚には再審請求をす

る権利」が保障され、「再審請求中の死刑執行は許されない」ことを明らかにす

る。 

 

（１）自由権規約の解釈の自由権規約委員会の見解の重要性 

第２・７にて後述するとおり、自由権規約の発効後、条約の実施機構として

自由権規約委員会を設置して、条約の履行状況の監視、条約の内容を明確化す

る役割を担わせた（自由権規約４０条）。 

自由権規約委員会は、２００９年から２０１９年までの直近の１０年間だけ

をみても１２４５件もの個人通報を受理し、１１７８件（２０２０年１月現在）

の見解を採択して、規約の解釈を行ってきた。また、個人通報制度の事例の積

み重ねを通して、条文の解釈指針を示した一般的意見を発表し、その改訂も行

ってきた。 

自由権規約委員会の「一般的意見」と「見解」は、自由権規約の解釈の基準

になるものである。 

（２）死刑確定者の再審請求権 

自由権規約６条４項は「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦または減刑

を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦または減刑は、すべての場合

に与えることができる。」と規定している。 

自由権規約６条４項には、文言上「再審」は含まれていないが、解釈上、再

審請求権の保障も含まれるとされている。 

自由権規約委員会は、自由権規約の解釈指針を示す「一般的意見」2の中で、

不当な有罪判決を回避するため、締約国は、有罪判決への再審への手続き的障

壁を常に見直し、新たなＤＮＡ証拠も含む新しい証拠に基づく、過去の有罪判

決の再検討のためのあらゆる実現可能な措置を取らなければならないと述べて

いる（甲Ｃ１・パラグラフ４３）。これは、自由権規約６条が締約国に、再審

 
2 脚注１参照 
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への手続的障壁の見直しを要求しており、自由権規約６条４項により死刑確定

者に再審の機会が保障されていることが前提となっている。生命権の保障は、

確定判決による死刑についても、最大限その執行を回避すべく、死刑執行回避

のための手続きを保障し、さらにはその保障が実質的なものであるか、再審へ

の障壁となるものがないか、締約国に継続的な見直しまで求めているのである。 

自由権規約６条は、確定判決の見直しには各国で様々な法制度が制定されて

いることを前提に定められている。そのため、規約６条４項にいう「特赦」「減

刑」を、日本での行政が行う恩赦法上の「特赦」「減刑」に限定されると狭く

解釈することはできず、刑の見直し（減刑）である「再審」も当然含まれる。 

前述したとおり、自由権規約６条は、１項で「恣意的な生命権のはく奪」を

禁止し、死刑存置国の死刑宣告・執行といえども最大限回避されなくてはなら

ないことを踏まえ、２項で上訴権を保障し、確定判決によらない限り死刑執行

ができないことを保障している。さらに、死刑判決が確定した者についても誤

判の可能性を最大限排除し、可能な限り死刑執行を回避するため、死刑執行回

避のためにあらゆる手続きを申し立てることに権利性を認めたものが自由権規

約６条４項である。そうであれば、自由権規約６条４項で死刑確定者に保障さ

れている権利は、死刑執行を回避するために取り得る手続一般を指すと解釈さ

れる。日本の法制下での「再審請求」もこれに含まれることとなる（以上につ

き甲Ｃ６）。 

（３）再審請求中に死刑執行されない権利が保障されていること 

恩赦等の手続中の死刑執行が自由権規約６条４項に違反することは、自由権

規約委員会の見解3でも明らかになっている。 

ウズベキスタンで２０００年１月２４日死刑判決が確定したディミトリ・チ

クノフ氏が大統領府に特赦を申し出ていたところ、その決定がなされる前に、

同氏に死刑が執行された事件につき、自由権規約委員会は、個人通報を受理し、

恩赦などの出願中に死刑を執行することは自由権規約６条４項に違反するとの

見解を示した（２００２年１０４３号チクノフ対ウズベキスタン事件：甲Ｃ６）。 

自由権規約６条４項で保障される「特赦または減刑」の申請に対する判断は、

死刑以外の有罪判決の場合とは異なり、死刑執行されてしまっては生命そのも

のが失われてしまうことから、死刑執行前にされなくてはならないからである。

 
3 自由権規約第 1 選択議定書（1966 年 12 月 16 日採択、日本は未批准）に基づき設けら

れた、人権侵害を受けた個人が直接、自由権規約の履行監督機関である自由権規約委員会

に事件の審理、救済を求めることができる制度。規約委員会は受理した通報について人権

侵害があるか否かの「見解」を示す。個人通報制度については脚注１０も参照 
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そのため、自由権規約６条４項には、特赦、減刑を求める手続（前述のとおり

再審請求も含まれる）の係属中は、死刑が執行されないという保障も含まれて

いると解釈されている。 

自由権規約委員会第１２４会期で採択された最新の「一般的意見」である「一

般的意見３６」では、「特赦または減刑の要請が、意味のある考慮をされ、適

用される手続きに沿って最終的に決定されるまで、判決が執行されないことを

確保することを」締約国に要求するものとされている（甲Ｃ１・パラグラフ４

７）。 

日本も自由権規約の締約国として、再審請求中に死刑を執行されない権利の

保障の遵守が求められている。再審請求中に死刑を執行してはならないことは

国際人権の基準（スタンダード）であり、日本独自の解釈で変更できるもので

はない。 

（４）米州人権条約の定め 

なお、米州人権条約4第４条６項には、大赦、特赦、減刑を求める権利の保障

に引き続き「Capital punishment shall not be imposed while such a petition 

is pending decision by the competent authority.（死刑は、これらの申立て

が当該機関により決定されるまでの間は科してはならない。）」と明記されて

いるが、国際人権法の大家であるノヴァック教授5は自由権規約の逐条解説の中

で、「This self-evidence consequence（この自明の理）」として当該条文を

紹介している（甲Ｃ２・１５８頁、脚注３１５）。 

（５）日本政府への勧告 

日本は、１９９９年から死刑確定者に再審請求中でも死刑執行を強行してい

る。これに対して、自由権委員会は、再審請求、恩赦請求に執行停止効をもた

せるよう、繰り返し、以下のとおり日本に対して勧告を発している。 

  ア 第５回 政府報告書審査6（２００８年１０月３０日） 

 
4 米州機構加盟国における基本的人権の法的保障を目的として 1969 年米州機構によって

制定された国際人権条約。「ヨーロッパ人権条約」「人及び人民の権利に関するアフリカ憲

章」などと共に、地域的な人権保障の枠組みのひとつ。履行監視機関は米州人権委員会。 
5 マンフレッド・ノヴァック氏。国連拷問等に関する特別報告者（2004～2010）、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ代表ボスニア・ヘルツェゴビナ人権裁判所裁判官等の要職を経て現在

はウィーン大学国際人権法教授。その著書「国連市民的及び政治的権利に関する規約―自

由権規約コメンタリー」はもっとも権威のある自由権規約逐条解説として知られている。 
6 自由権規約では各締約国での履行状況を監督するため、各締約国に対し、定期的に自由

権規約の実施状況についての報告書提出を義務づけている（自由権規約 40 条）。政府報告

書提出の後、日弁連を含む様々な NGO 団体からオルタナティブ・レポートが提出され、
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総括所見パラグラフ１７（甲Ｃ３） 

The Committee notes with concern …（中略）…that requests for retrial 

or pardon do not have the effect of staying the execution of a death 

  sentence. (arts. 6 and 14) 

The State party should introduce a mandatory system of review in 

capital cases and ensure the suspensive effect of requests for 

retrial or pardon in such cases. Limits may be placed on the number 

of requests for pardon in order to prevent abuse of the suspension. 

…（以下略） 

（外務省仮訳） 

委員会は…〔中略〕…再審請求あるいは恩赦請求が死刑執行の停止に影響

を及ぼさないことにも懸念をもって留意する〔第６条、第１４条〕。 

締約国は、死刑事件について義務的再審査制度 (mandatory system of 

review)を採用し、死刑事件の再審又は恩赦請求が執行停止の効力を持つこ

とを確保すべきである。執行停止の乱用を防止するために恩赦請求の回数

に制限を設けることはありうる。…〔以下略〕…） 

 

イ 第６回 政府報告書審査7（２０１４年７月２３日） 

総括所見パラグラフ１３（甲Ｃ４） 

The Committee notes、 furthermore、  …〔中略〕…that requests for 

a retrial or pardon do not have the effect of staying the execution 

and are not effective. 

（外務省仮訳） 

委員会は、さらに、…〔中略〕…再審あるいは恩赦の請求が刑の執行を延

期する効果を持たず、実効的でないことに留意する。） 

 

委員会は、これらを検討し、審査に当たって取り上げるべき問題点を特定して日本政府に

更なる情報の提供と意見を求める事前質問書（List of Issues）を送付する。これらの準備

を経て国連欧州本部（ジュネーブ）で報告書審査が行われ、自由権規約委員会委員と政府

代表団との間で質疑応答がもたれた後、締約国の自由権規約の実施状況に関する懸念事項

や勧告などを含む「総括所見（Concluding observations）」が採択される（日本の第 7 回審

査からは、自由権規約委員会が事前質問書（List of Issues）を日本政府に送付した後に、

日本政府が回答を作成するという手順に変更されている）。 

第 5 回日本政府報告書審査は、2008 年 10 月 15、16 日に行われ、同月 30 日、総括所見が

採択された。 
7 報告書審査については注釈７参照。 

第 6 回日本政府報告書審査は、2014 年 7 月 15 日、16 日に行われ、同月 23 日に総括所見

が採択された。 
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The State party should: 

  … 〔(a)～(c) 略〕… 

(d) In light of the Committee’s previous concluding observations 

(see CCPR/C/JPN/CO/5、 para. 17)、 establish a mandatory and 

effective system of review in capital cases、 with requests for 

retrial or pardon having a suspensive effect、  

…〔(e)以下略〕… 

（外務省仮訳） 

締約国は以下のことをすべきである。 

… 〔(a)～(c) 略〕… 

（d）委員会の前回の総括所見（CCPR/C/JPN/CO/5、 para.17）に照らし、

再審あるいは恩赦の請求に執行停止効果を持たせつつ、死刑事例における

義務的かつ実効的な再審査制度を創設すること 

…〔(e)以下略〕…） 

 

ウ 第７回 政府報告書審査  

事前質問8 List of Issues（甲Ｃ５） 

11. With reference to the precious concluding observations (para.13) 

and the Committee’s evaluation of the follow-up replies of the State 

party (see CCPR/C/116/2 and CCPR/C/120/2)、 please: 

   …〔(a)～(b)略〕… 

(c) Clarify whether a mandatory and effective system of review has 

been established in capital cases and the conditions under which 

requests for retrial or pardon have a suspensive effect;  

…〔(d)以下略）… 

（日弁連仮訳） 

11. 前回の総括所見（パラ 13）及びフォローアップに対する締約国につい

ての委員会の評価（CCPR/C/116/2 及び CCPR/C/120/2 参照）を踏まえ、以下

の事項について情報を提供願いたい。  

…〔(a)～(b)略〕… 

 
8 各国の政府報告書審査に先立ち、あらかじめ規約委員会から締約国に送付される事前質

問リスト。 
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(c) 死刑事例における義務的かつ実効的な再審査制度を創設したか、また

再審あるいは恩赦の請求に執行停止効果を持たせる条件について明らかに

すること。  

…〔(d)以下略〕…） 

 

以上のとおり、日本は自由権委員会の報告書審査で、再審請求中の死刑執行

の是正（自由権規約６条違反の是正）、すなわち再審または恩赦の請求に死刑

執行停止効を持たせるよう繰り返し勧告を受けている。 

（６）小結 

以上のとおり、自由権規約６条４項は、死刑確定者の再審請求中の死刑執行

を禁じており、これに反する執行は違法なのである。そして、自由権規約６条

４項に違反する死刑執行は「恣意的な生命のはく奪」であり、自由権規約６条

１項違反にもなる。 

 

７ なぜ「国際」人権か 

以上のとおり、国際人権規約を中心に、再審請求中の死刑執行が国際人権規

約６条に違反する違法なものであることを述べてきた。裁判所は、人権は我が

国の国内法の保障で十全であり、わざわざ国際人権法を持ち出すまでもないと

か、裁判所が国内法を解釈する権能を有しているため人権条約についても独自

に解釈することができると考えるかもしれない。そこで、今一度、なぜ国際人

権という概念が誕生したのかを確認しておきたい。 

 

（１）国際人権法の必要性 

国際人権という概念は、第２次世界大戦の痛烈な反省から生まれた。第２次

大戦以前は、人権は、主権国家の国内（内政）問題であり、他国が、主権国家

の内部で行われている人権侵害行為に干渉することは、内政干渉として許され

なかった。 

しかしながら、第２次世界大戦という比類を見ない悲惨な戦争を引き起こし

た国家が、個人の人権を軽視する全体主義国家であったこと、また、第２次世

界大戦中にドイツが起こしたホロコースト（ユダヤ人大虐殺）が、この考え方

に転機をもたらした。特に、ユダヤ人大虐殺が、当時最も充実した人権規定を

持つといわれていたワイマール憲法下で合法的に実行されたこと、ユダヤ人の

迫害が始まっていたことに各国が気付きながらも、国内問題としてて放置し続

けたことは、国際人権概念の誕生に大きな影響を与えた。 

このように、第２次世界大戦中にあまりにも多くの犠牲を払った痛烈な反省

から、人権と平和が密接不可分であり、真に平和を守るためには、人権を「国

内問題」にとどめてはならず、国際的に守っていくことが必要であるとの教訓

が各国で共有された。第２次世界大戦後に設立された国連では、人権の確保を
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目標に掲げ、国連憲章にこれを明記することによって、人権は、国際的な関心

事項となった。 

ここで確認しておきたいことは、人権は、国内法に委ねていたのでは確保で

きない場合があること、人権を実効的に確保するためには人権保障を国際的な

監視に置く必要性があることから、国際人権が誕生し、この理念の下に、今日

まで機能しているということである。 

（２）自由権規約の誕生 

国連は、１９４８年にすべての人民とすべての国民とが達成すべき共通の基

準として、世界人権宣言を採択した。そして、人権確保を各国に法的に義務づ

けさせるために、１９６６年、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規

約（以下「社会権規約」という）と市民的及び政治的権利に関する国際規約（自

由権規約）を採択した。日本国内において、これら２つの国際人権規約が発効

したのは、１９７９年９月２１日である（自由権規約４９条２項、社会権規約

２７条２項、条約法条約２４条１項）。  

国際人権規約は、国際人権法の中核をなす最も重要な国際人権文書であり、

世界人権宣言とともに世界人権章典の一部をなしている。特に、世界人権宣言

は、「宣言」であったが、国際人権規約は、法的効力をもつ「法規範」として

制定されている。すなわち、自由権規約は、法規範として、締約国を拘束して

いるのである。 

（３）自由権規約の履行確保と自由権規約委員会の重要性 

自由権規約の発効後、その運用や解釈を各国家に委ねていたのでは、人権を

国際的関心事項とし、人権を国際的に保障しようとした趣旨が没却される。そ

のため、自由権規約は、規約の履行確保の手段として、国家通報制度（自由権

規約４１、４２条）、個人通報制度（第一選択議定書）9、政府報告書審査（自

由権規約４０条）の３つの制度を置いたうえ、条約の実施機構として自由権規

約委員会10を設置し、自由権規約委員会に、条約の履行状況の監視、条約の内

容を明確化する役割を担わせた（自由権規約４０条）。自由権規約委員会は、

各締約国から提出される政府報告書を政府との対話を通して審議し、総括所見

を発表したり、個人通報を審査し、見解（Views）を発出したり、一般的意見と

呼ばれる自由権規約の解釈指針を採択する等(自由権規約４０条４項)して、上

 
9 個人通報制度は、人権条約の締約国の管轄内にいる個人が、人権条約上の人権侵害を受

けた場合に、直接各人権条約の条約機関に通報し人権侵害の救済を求める制度。自由権規

約の場合、第一選択議定書に個人通報制度が規定されており、自由権規約の締約国１７３

カ国中１１７カ国（６７％）（２０２０年９月２９日現在）が導入している。 
10 自由権規約委員会の委員は、各締約国の投票によって選出され、その資格要件は、人格

高潔、人権分野での認められた能力である（自由権規約２８条２項、２９条１項）。日本

も、自由権規約委員会の委員を継続して輩出しており、これまでにふたりの日本人が委員

長を務めている。 
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記役割である条約の履行状況の監視及び条約内容の明確化を行っているのであ

る。 

自由権規約委員会は、自由権規約の実施機構として、すでに４０年近くにわ

たり、全締約国の報告書審査を繰り返し行い、締約国との「建設的対話」を通

して、総括所見を発表してきた。総括所見は、締約国との対話を通して、自由

権規約の解釈を行うものである。 

また、自由権規約委員会は、２００９年から２０１９年までの直近の１０年

間だけでも１２４５件もの個人通報を受理し、１１７８件（２０２０年１月現

在）の見解を採択して、自由権規約の解釈を行ってきた。自由権規約委員会が

採択する見解は、「司法的判断としてのいくつかの重要な特徴を示すものであ

る。これらの見解は、委員の公平性及び独立性、規約の文言を熟慮した解釈及

び決定の確定的性格など、司法的な精神に基づいて到達されたもの。」（甲Ｃ

７ パラグラフ１１）である。 

そして、自由権規約委員会が採択する一般的意見は、これら長年にわたる政

府報告書審査や数千件に及ぶ個人通報事例の積み重ねを通して、条文の解釈指

針を示すものなのである。そのため、総括所見および見解の積み重ねのうえに

発表される一般的意見は、自由権規約の最も権威ある重要な解釈指針として機

能してきたのである（甲Ｃ８・２０頁、甲Ｃ１０・６９７頁）。 

このことは、国際司法裁判所（ＩＣＪ）もパレスチナの壁に関する勧告的意

見において、自由権規約委員会の解釈を「確立した実行」と述べて、イスラエ

ルへの総括所見を引用した事や、ディアロ事件の判決において、委員会がとり

わけ個人通報制度及び一般的意見を通じて自由権規約の解釈を積み重ねてきた

ことを踏まえ、「規約の適用を監督するために特に設置されたこの独立の機関

によって採択された解釈に対しては、大きな重みを与えるべきだと信じる」と

して上で、委員会の採択した見解及び一般的意見を引用していることからも明

らかである(甲Ｃ１０・６９３頁)。 

自由権規約委員会の見解及び一般的意見は、いわば、全ての当事国に共通の

規範的ガイドラインであり、規約の解釈における主要な権威ある文書として扱

われているのである。このようにして、自由権規約の解釈を統一的に運用する

事により、人権の国際的保障が実現されるのを期待しているのである。 

上記の自由権規約６条をめぐる一般的意見３６(甲Ｃ１)も自由権規約の最も

権威ある重要な解釈指針である。 

 

８ 法規範としての自由権規約 

（１）条約の批准（受け入れ）と国家拘束性 

条約は、その締約国が条約に拘束されることについて同意して受け入れる（批

准）。条約の批准手続には国会（立法府）の承認が必要とされている（憲法７

３条３号）。国民の代表で構成される国会によって、条約の審査・承認がされ

ることにより、条約は国内においてもその民主的正当性が保障されるのである。 
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ところで、条約に関する国際法の規則（条約の成立、効力、解釈方法等）を

定めた条約というものが存在する。これが、条約法に関するウィーン条約（以

下「条約法条約」という）である。 

この条約法条約前文では、自由意思による同意の原則、信義誠実の原則と並

んで、「合意は守られなければならない」の原則が普遍的な基本原理であるこ

とが確認されている。この原則は、国際法の公理である（甲Ｃ１１・３０４-

３０５頁）。 

発効した条約は、かかる基本原理に従って当事国を拘束し、当事国はこれを

誠実に履行する義務を負う（条約法条約２６条）。また、条約義務を免れる根

拠として自国の国内法を援用し得ない（同２７条 甲Ｃ１２・パラグラフ４）。

このことは、国際判例でも十分に確立しており、常設国際司法裁判所（ＰＣＩ

Ｊ）は、「国際義務の範囲を制限するために自国の立法に依拠し得ないことは

確実である」と述べている（甲Ｃ１１・３０５頁）。 

（２）自由権規約の国家拘束性 

自由権規約も、国会による承認を経て、批准されたものであるから、自由権

規約の締約国である日本は、自由権規約に記載された権利義務を守らなければ

ならない（条約法条約前文、２６条）。 

自由権規約２条１項には、自由権規約の締約国は、規約に規定された権利を

「領域内にある全ての個人に対して尊重し及び確保する」義務を負うと定めら

れている（２条１項）。すなわち、自由権規約の締約国は、締約国となったと

きから、直ちに、自由権規約に規定されているすべての人権の実現を確保すべ

き法的義務を負うのである。そして、この義務は、条約法条約２６条の原則に

従い、誠実に履行されなければならない（甲Ｃ１２・パラグラフ３）。 

なお、自由権規約上の義務を履行すべきは、中央政府に限定されるのではな

い。自由権規約の義務は（第２条は特に）、締約国を全体として拘束する。す

なわち、行政のみならず、立法、司法、地方機関等のすべての公的機関を拘束

する（甲Ｃ１２・パラグラフ４）。すなわち、裁判所とて例外ではない。 

そして、前記した自由権規約の国際的な履行確保の制度及びその制度を日本

政府が受け入れていることからすれば、自由権規約の解釈は、国際基準（自由

権規約委員会の示す解釈）によってなされなければならないのであって、裁判

所がこれを無視して、勝手に解釈できないのである。 

（３）日本における国内法としての自由権規約 

ア 自由権規約の国内的効力 

日本も自由権規約を批准したのであるから、当然国家として自由権規約に拘

束される。もっとも、政府が締結した条約をどのように国内法に編入するかに

ついては、各国の憲法の定めるところに委ねられている。 

日本では、すべての実質的意味の条約に国会の承認が必要とされていること

（憲法７３条３号）、承認された条約は天皇が自動的に公布すること（同７条

１号）及び、条約及び確立された国際法規の遵守義務をうたっていること（同

９８条２項）から、条約は原則として特別の立法措置を要せずに、公布により
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直ちに国内法として受容され国内法的効力を有する（一般的受容方式）とされ

ている。 

したがって、自由権規約は、批准後、国内において発効したその日から、国

内的効力を有している。これに対して、社会権規約の場合には、社会保障受給

権のように権利の実現のためには予算的措置や法律上の根拠が必要とされると

ころから、個人に具体的な権利を付与するというよりは、国が権利の実現に向

けて最善の努力をする義務を定めたものであると解されている（いわゆる「漸

進的実施」）。 

イ 自由権規約の国内法上の地位 

条約にいかなる国内法上の地位を認めるかは、基本的には各国の憲法におい

て条約及び国際法をどのように位置づけているかに委ねられている。日本の場

合は、憲法９８条２項において「条約および確立された国際法規は誠実に遵守

する」と定められていることから、条約は、一般の法律より上位に位置すると

解されている。これは、憲法学上の通説であり、日本政府の見解でもある。 

そうすると、条約は、法律よりも上位の規範として位置づけられていること

により、条約に違反する法律以下の国内法は、論理的には無効であるか又は改

廃されなければならないことになる。 

ウ 自由権規約の裁判規範性 

条約が、国内法的効力を有するとしても、それが直接に適用されるか否か、

あるいは、立法その他の措置を要して初めて、適用（実現）されるか否かにつ

いては、条約の直接適用可能性の問題として議論される（なお、条約の「自動

執行性」とか「自力執行性」という文言が、直接適用性とほぼ同じ意義で用い

られることがある。）。 

自由権規約は、その文言自体が、個人を権利主体としてとらえているのであ

るから、自由権規約２０条２項（「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、

人種的または宗教的憎悪の衝動は、法律で禁止する」）のように、立法府に対

して法律の制定義務を課していると思われる規定のような例外を除いては、規

約の直接適用が可能であり、裁判規範性を有するとされている（甲Ｃ９・２頁）。  

そして、日本国政府も、自由権規約４０条に基づき、１９８０年１０月２４

日に自由権規約委員会に対して提出した第１回政府報告書及びその審査会期で

ある自由権規約委員会第１２会期での審査の際の政府代表の回答において、次

のような回答をし、規約の国内法に対する優位性を認めるとともに、規約の直

接適用性を認める回答をしている（甲Ｃ９・２頁）。 

 

   「日本では、条約は通常の国内法に変型されるのではない。しかし、実

務において、条約はずっと以前から、日本の法制の一部を構成すると解さ

れてきており、それに相応する効力を与えられてきた。換言すると、行政

と司法当局は、条約の規定を遵守し、その遵守を保障してきたのである。

条約は、国内法より高い地位を占めると解されている。このことは、裁判

所により条約に合致しないと判断された国内法は、無効とされるか改正さ



- 45 - 

れなければならないことを意味する。このようなことになると大変困るの

で、政府と国会は、批准の対象となっている条約を十分慎重に詳細に調べ

あげ、これら条約と現存の国内法との間にくい違いのないことを確認する

のである。」  

 

エ 直接適用性、法律優位性が裁判で認められていること 

これまでにも多数の裁判例で、自由権規約の直接適用性、法律優位性は、認

められている。 

ａ 自由権規約を直接適用し、法律に優位する効力を認めた裁判例 

自由権規約を直接適用し、法律に優位する効力を認めた裁判例として、受刑

者接見妨害国家賠償請求事件及び指紋押捺拒否事件の裁判所は次のように判示

した。 

（ａ）受刑者接見妨害国家賠償請求事件 高松高判（平成９年１１月２

５日判時１６５３号１１７頁）徳島地判（平成８年３月１５日判

時１５９７号１１５頁・判タ９９７号６５頁） 

「憲法９８条２項は、『日本国が締結した条約及び確立した国際

法規は、これを誠実に遵守することを必要とする』と規定するが、

これはわが国において、条約は批准・公布によりそのまま国法の

一形式として受け入れられ、特段の立法措置を待つまでもなく国

内法関係に適用され、かつ、条約が一般の法律に優位する効力を

有することを定めているものと解される。もっとも、わが国が締

結した条約の全てが右の効力を有するものではなく、その条約が

締結した一般的な原則あるいは政治的な義務の宣言にとどまる

ものであるような場合は、それを具体化する立法措置が当然に必

要となる。ところで、Ｂ規約は、自由権的な基本権を内容とし、

当該権利が人類社会すべての構成員によって享受されるべきで

あるとの考え方に立脚し、個人を主体として当該権利が保障され

るという規定形式からすれば、これが抽象的・一般的な原則等の

宣言にとどまるものとは解されず、従って、国内法としての直接

的効力、しかも法律に優位する効力を有するものというべきであ

る。」 

（ｂ）指紋押捺拒否事件（大阪高判平成６年１０月２８日判時１５１３

号１７頁） 

「（自由権規約の規定は、）その内容に鑑みると、原則として自力執

行的性格を有し、国内での直接適用が可能であると解せられるから、

（自由権）規約に抵触する国内法はその効力を否定されることにな

る。」 

ｂ 自由権規約に言及、援用して、法令違反を認めた最高裁判例 
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最高裁判所が、違憲判断を導く際に自由権規約を初めとする国際人権法に依

拠したと考えられる判例として次の各事件があげられる。 

  （ａ）国籍法３条違憲判決（最高裁大法廷判決平成２０年６月４日 民集 

     ６２巻６号１３６７頁） 

      「・・・諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解

消する方向にあることがうかがわれ、我が国が批准した市民的及び政治

的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生

によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。さらに、

国籍法３条１項の規定が設けられた後、自国民である父の非嫡出子につ

いて準正を国籍取得の要件としていた多くの国において、今日までに、

認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけ

で自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。以上のような我が

国を取り巻く国内的、国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、

準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件としておくことに

ついて、前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだすことがもはや

難しくなっているというべきである。」 

これは、最高裁判所が、自由権規約及び児童の権利条約にも児童が出生によって

いかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存することに言及した上で諸外国にお

ける立法改正の動向にも配慮して違憲判断を示した事例である。 

  （ｂ）非嫡出子相続分違憲判決（最高裁判所大法廷判決平成２５年９月４日 民

集６７巻６号１３２０頁） 

     「これらの条約（自由権規約及び児童の権利条約）には、児童が出生に

よっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられている。また、国際

連合の関連組織として、前者の条約に基づき自由権規約委員会が、 後

者の条約に基づき児童の権利委員会が設置されており、これらの委員会

は、上記各条約の履行状況等につき、締約国に対し、意見の表明、勧告

等をすることができるものとされている。 

       我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については、

平成５年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関する差別的

規定の削除を勧告し、その後、上記各委員会が、具体的に本件規定を含

む国籍、戸籍及び相続における差別的規定を問題にして、懸念の表明、

法改正の勧告等を繰り返してきた。最近でも、平成22年に、児童の権利

委員会が、本件規定の存在を懸念する旨の見解を改めて示している。」 

これは、最高裁判所が、自由権規約委員会及び児童の権利委員会による見解にも

言及したうえで、民法９００条４項の規定が憲法１４条に反し、違憲無効であると

した事例である。 
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１０ 小括 

以上のとおり、人権は国際的に共通でなければならず、そのためには、人権保障(解

釈)を各国に委ねることはできない。この人権に関する共通理解を土台として、人権

を国際的に保障、実施する制度が各人権条約に規定されているのである。そして、

自由権規約は、人権を国際的に保障しようとする潮流から、締約国を法的に拘束す

るために採択され、日本国もこれを国会の承認の下に批准した。 

そして、自由権規約は、日本国憲法のもとで、その文言上も性質上も直接適用性

を有し、条約として法的地位は法律より上位であり、自由権規約に反する法律は、

無効とされるか、これに適合するように解釈されなければならない。自由権規約に

反する法律はその限りで効力が否定されることは、確立された裁判例である。 

自由権規約の解釈については、自由権規約委員会の示す見解、一般的意見が重要

な指針となる。人権の国際的保障の観点から、自由権規約の解釈は、国際的に統一

的に解釈されなければならず、日本の裁判所が、自由権規約委員会の示す見解、一

般的意見と異なる独自の解釈判断を行うことはできないのである。 

 

 

第３  原告らの反論（その２）・・・・国際人権自由権規約違反と国内法 

１ 自由権規約６条とその効力 

第２に述べたとおり、自由権規約６条４項は、再審請求中の死刑執行を禁じ

ており、これに反すると６条１項の「恣意な生命権の剥奪」であり、自由権規

約違反として違法になる。 

また、日本において、国際人権規約は、国内法としての直接効力を有し、し

かも法律に優位する効力を有する。これは、高松高判平成９年１１月２５日（判

時１５９７号１１５頁・判タ９９７号６５頁）、徳島地裁平成８年３月１５日

（判時１５９７号１１５頁）が明快に判示しており、確立された判例理論であ

る（東京高裁平成５年２月３日―東京高裁平成４年（う）第１１３８号、大阪

高判平成６年１０月２８日（判タ８６８号５９頁）、札幌地裁平成９年３月２

７日（判タ１５９８号３３頁）、徳島地裁平成１０年７月２１日（判時１６７

４号１２３頁）。 

 

２ 国際人権自由権規約と国内法が抵触した場合 

このように、国内法としての直接効力を有し、しかも法律に優位する効力を

有する自由権規約と国内法が抵触した場合、下位にある国内法は上位にある自

由権規約に適合するように解釈されるか、あるいは、国内法の解釈変更が不可

能な場合には、その国内法は自由権規約に違反する範囲において無効であり、

改正されなくてはならないということになる。 

日本の実務においても、同様に考えられてきた。そのことは、日本政府の以

下の発言から明らかである。 
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（１）１９８１（昭和５６）年１０月 第１回政府報告書審査 

記念すべき日本の第１回政府報告書審査は、１９８０（昭和５５）年１０月

に報告書が国連に提出され、１９８１（昭和５６）年１０月に審査された（甲

Ｃ１３）。 

審査には日本政府代表として外務省国連局企画調整課富川明憲事務官と西独

大使館松尾、八木書記官が出席し、富川代表が次のように述べた（甲Ｃ１４・

６２頁、８７頁）。 

「ヴィンセント・エバンズ委員によって指摘された通り、日本では、条約は

通常の国内法に変形されるのではない。しかし、実務において、条約はず

っと以前から、日本の法制の一部を構成すると解されて来ており、それに

相応する効力を与えられて来た。換言すると、行政と司法当局は、条約の

規定を遵守し、その遵守を保障して来たのである。条約は、国内法より高

い地位を占めると、解されている。このことは、裁判所により条約に合致

しないと判断された国内法は、無効とされるか改正されなければならない

こと、政府が条約を侵犯しているということで、政府に対して一個人が訴

訟を起こした場合、裁判所は、通常その個人の主張に関係のある一定の国

内法を見付け出し、この国内法に基づいて判決を下す、稀な場合、関係国

内法が見出せないことがある。この様な場合は、裁判所は直接その条約を

援用し、条約の規定に基づいて判決を下す。もし裁判所が、国内法と条約

の間の不一致を発見した時は、条約が優位する。」 

（２）１９８８（昭和６３）年７月 第２回政府報告書審査 

日本政府の第２回報告書は１９８７（昭和６２）年１２月２４日に国連に提

出され、１９８８（昭和６３）年７月に審査された。審査には、日本政府代表

として、外務省人権難民課の国枝氏、ジュネーブの日本政府代表部の法務担当

書記官藤田氏（法務省から外務省に出向している参事官）等が出席し、国枝代

表は、次のように述べた。 

「第１点の（ａ）に関して、日本国憲法第９８条によると、日本の締結した

条約は誠実に遵守されなければならない。条約は国内法と抵触する場合、

これに優位する。ある条約の当事国になろうとするに先立って、日本は予

想される問題点を洗い直し、問題点があると考えられる場合は、これを解

決するために必要な立法措置を行う。」 

（３）小括 

これら国連でなされた日本国代表の発言は、日本国としての正式意見であ

る。 

つまり、国内法が国際人権規約と抵触した場合は、抵触する国内法が改正さ

れるか、国内法が国際人権規約の抵触しないように、解釈されなければならな

いとの理解を、日本国は正式意見として国連で表明したのである。 
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３ 死刑執行に関する国内法の解釈はどうあるべきか 

（１）刑訴法４４２条 

刑訴法４４２条は、「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。

但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判が

あるまで刑の執行を停止することができる。」と定める。 

自由権規約６条４項は、再審請求中の死刑の執行を禁じている。刑訴法４４

２条の「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。」ということは、

死刑以外の刑の執行（懲役・禁固また罰金など）については妥当するが、死刑

についても適用されると自由権規約６条に抵触することになってしまう。 

そのため、刑訴法４４２条の「刑の執行」には「死刑の執行」は含まれない

と解釈されなければならない。 

（２）刑訴法４７５条２項 

刑訴法４７５条２項は、「前項の命令（法務大臣の死刑執行命令）は、判決

確定の日から６ヶ月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若し

くは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了

するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間

は、これをその期間に算入しない。」と定める。 

ア 刑訴法４７５条２項本文は訓示規定である 

刑訴法４７５条２項本文「前項の命令（法務大臣の死刑執行命令）は、判決

確定の日から６ヶ月以内にこれをしなければならない」が、義務的強制をもた

ない訓示規定であることは、国も認めるところであり（内閣衆質１７７第４１

３ 衆議院議員河井克行提出法務大臣答弁）、判例上も明確になっている（東

京地判平成１０年３月２０日（判タ９８３号２２２頁））。 

イ 刑訴法４７５条２項但書が重要である 

刑訴法４７５条２項は、「但書」の解釈こそ重要である。 

自由権規約６条の解釈と適合するためには、「恩赦の出願や再審請求の手続

の結果如何によっては、死刑確定判決に影響が及ぶ場合もありうることから、

これらの手続が終了等するまでは死刑執行命令を発してはならないこと、また、

執行をしないことに法的な理由がある場合は、その執行を命じてはならないこ

と、 恩赦や再審請求等の手続が終了せず、あるいは共同被告人であった者に対

する判決が確定しないうちは、死刑執行命令自体が発せられないという趣旨を

明らかにしたもの」と解釈すべきである。 

 

４ 再審請求中の死刑執行が禁止されていることは国際人権の基準（グローバ

ルスタンダード）である 

死刑廃止国（事実上廃止国を含む）は、２０２０（令和２）年１２月末で世
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界の１４２カ国にのぼり、ＥＵでは全て死刑を廃止している。存置国は５６カ

国と数少ない。いわゆる先進国の中で死刑を存置しているのは、アメリカ合衆

国と日本だけである。 

その数少ない死刑存置国のひとつ、アメリカ合衆国では、５０州のうち、２

２州とワシントンＤＣは死刑を廃止しており、死刑存置州は２８州（そのうち

３州では死刑執行停止〔モラトリアム〕の状態にある）である。これら存置州

では、第４－２に後述するとおり、死刑確定後の死刑執行について厳格な規制

がなされており、死刑の適用、死刑執行は最大限回避しなくてはならず、死刑

執行回避のための手続中には死刑執行が禁止されるという国際人権の基準（グ

ローバルスタンダード）が遵守されている。 

 

５ 小括 

以上述べたとおり、人権の国際水準である自由権規約６条は「再審請求中の

死刑執行を違法」としている。締約国である日本（司法権を含む）はこれに拘

束され、国内法である刑事訴訟法はこれに適合するように解釈されなくてはな

らない。 

 

第４ 原告らの反論（その３）・・・・・・・司法の判断を受ける権利（司法

アクセス権）侵害 

 

１ 再審請求は司法権に専属し行政権は判断できない 

わが国においては、再審請求の判断は司法権に専属しており（刑訴法４３８

条）、行政権は独自の判断権をもたないことは明らかである。 

しかも、死刑確定者の再審請求権は、司法権の判断を求めるもの（司法にア

クセスする権利）で、憲法３２条で保障された「裁判を受ける権利」であり、

憲法３１条の法定手続保障、そして憲法１３条の個人の尊重、生命・自由・幸

福追求権の尊重により守られている。このような再審請求についての判断を行

政権が奪うことはできない。これが侵奪されることは、行政権による司法権の

侵害を意味する。 

この点において、数少ない死刑存置国であるアメリカ合衆国では死刑執行と

司法への申立との関係は徹底しており、死刑確定者の司法へのアクセスは保障

されている。 

 

２ アメリカ合衆国での死刑確定者の司法へのアクセス権 

日本と同様の憲法のもとでの死刑存置州をもつアメリカ合衆国では、死刑執

行（州知事の権限）と死刑判決確定後の争訟とは重要な関係をもっている。 

キャロル・Ｓ・スタイカー（ハーバード大学教授）とジョーダン・Ｍ・スタ
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イカー（テキサス大学教授）の「死刑と憲法学的規制 アメリカと日本の比較」

（法律時報９１巻４号９６頁 甲Ｄ２）では（見出しは原告代理人）以下のと

おりアメリカ合衆国の実情が明らかにされている。 

（１）アメリカ合衆国の死刑判決後の３段階の争訟 

アメリカ合衆国では、公判で被告人が有罪と認定され死刑を言い渡された後

も、死刑事件の手続が３段階にわたって進む。①州裁判所における直接上訴手

続、②州裁判所における有罪判決後の手続、そして③連邦裁判所における人身

保護手続である。 

第一審公判で死刑判決を言い渡されると、直接上訴手続では公判記録に基づ

いて憲法上・法律上の主張をすることができる。たとえば公判廷への自白証拠

の提出や陪審に対する説示が適切であったかなどを争うことができる。 

直接上訴が終わった後、州裁判所における有罪判決後の手続では、公判記録

外の証拠に基づいた主張を行うことができる。検察官による非違行為（無実証

拠の秘匿など）や公判段階で弁護人が効果的な弁護をしなかったという証拠（た

とえば、公判段階の弁護人が死刑よりも軽い量刑の理由となる減軽事情の調査

を行わず、減軽証拠を提出しなかったこと）などである。 

直接上訴手続や州の有罪判決後の手続で退けられたとしても、死刑確定者は

連邦の裁判所に対して記録に基づく申立てや新証拠に基づく申立てをすること

ができる。そうすると、連邦地裁の裁判官によって、州の裁判所の判決が維持

されるべきか否かが判断される。連邦の人身保護手続では合衆国憲法の規範が

遵守されているかについて、さらなる「チェック」が行われる。 

（２）３段階の争訟とその間に死刑執行ができないこと 

確定者が申立てを期限までに行った場合に、この３段階の手続の途中で州が

執行日時を設定することは適切でない。連邦最高裁は、この３段階の審査手続

が合衆国憲法の要請であると判示したことはない。しかし、死刑事件の手続の

公正さを確保するためには、この３つの段階のそれぞれが不可欠であるという

考え方を多くの人々が共有している。すべての死刑存置州が直接上訴手続と有

罪判決後の手続の仕組みを保障しているし、連邦議会も州の有罪判決を連邦が

審査することを立法で認めている。 

前述のとおり、直接上訴手続の終了後にはじめて可能となる申立てもある。

たとえば、死刑確定者の受刑能力や執行方法への異議などである。すべての法

域で、執行前にこれらの申立てをするための手続が用意されており、このよう

な申立てが行われた場合には死刑が執行されることは通常はない。確定者の申

立てを秩序立てて解決することが、死刑手続においては期待されている。州裁

判所も連邦裁判所も、執行の日時が設定されたときにはその事実を認識してい

る。そしてすべての係争中の訴えにつき、執行前に決着をつける（あるいは、
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係争中の訴えについての判断を確保するために、執行の延期を認める）。 

（３）司法の判断を求める権利とその侵害は許されないこと 

申立てへの判断を求めるという確定者の権利は、州裁判所においては州憲法

による「裁判所へのアクセス」の保障によって保護されることが多い。連邦裁

判所においては、執行前に申立てについて裁判所の判断を求める権利は適正手

続条項により保障されるだろう。ただし、前記３段階の手続通には死刑が執行

されないという運用は従前から根付いており、この点が問題になることはほと

んどない。 

この点に関する規範から大きく逸脱した事例として、テキサス州のある死刑

事件を挙げることができる。２００７年、マイケル・リチャード氏の死刑が執

行される日、連邦最高裁は別の事件において、ある薬物注射のプロトコルの合

憲性について判断を行うという決定をした。リチャード氏の弁護人は薬物注射

について同様の申立てを行うため、テキサス州の刑事裁判所の最上級審である

テキサス州刑事控訴裁判所に執行の延期を求めた。しかし、リチャード氏の弁

護人が申立てを提出したとき、時刻は午後５時を過ぎていた。テキサス州刑事

控訴裁判所のシャロン・ケラー長官は申立てについて判断をすることを拒否し

た。裁判所が「５時で閉まった」からであった。リチャード氏は申立てについ

て判断を受ける機会なく、執行された。ケラー長官の行動は、大きな批判を受

け、テキサス州法に違反するとされた。リチャード氏の申立てには連邦憲法上、

申立ての理由が存在した可能性があるという連邦最高裁の示唆もあり、リチャ

ード氏の申立ての審査を拒否したケラー長官は懲戒手続の対象とされた。リチ

ャード氏の事件でのケラー長官に対する大きな批判は、死刑執行へと進む前に

すべての申立てに対して裁判所の判断が示されなければならないという支配的

な規範を再強化する。 

以上述べられているように、アメリカ合衆国の死刑存置州においては、３段

階の不服の申立てがなされ（それが予想される場合も含む）その争訟中には、

死刑執行ができないことは当然である。司法判断手続中の死刑執行は、「司法

の判断をさせない」という「司法妨害」であり「司法侮辱」にあたる重要な事

項なのである。 

なお、上記論文で、アメリカ合衆国では、公判で被告人が有罪と認定され死

刑を言い渡された後も、①州裁判所における直接上訴手続、②州裁判所におけ

る有罪判決後の手続、③連邦裁判所における人身保護手続と、死刑事件の手続

が３段階にわたって進むとされているが、①は州の通常手続で一審、控訴審、

連邦最高裁への裁量上告が、②は州の人身保護手続で一審、控訴審、連邦最高

裁への裁量上告が、③は連邦の人身保護手続で一審、控訴審、連邦最高裁への

裁量上告があり、３段階それぞれで、さらに３段階ずつ争うことができ、９段
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階の手続となっている。 

これがアメリカ合衆国の死刑事件についての「スーパーデュープロセス」で

ある（甲Ｄ３）。 

 

３ 日本における死刑確定者の再審請求中の死刑執行 

（１）日本における再審請求中の死刑執行 

ア １９９９年の再審請求中の死刑執行開始 

日本における再審請求中の死刑執行は、１９９９（平成１１）年１２月１７

日の臼井日出男法務大臣による小野照男死刑確定者に対する死刑執行が、はじ

めてである。 

これに対する内閣の答弁（見解）は 

「法務大臣は、死刑執行命令を発する権限と義務を有しており、その責務

を果たすため、再審の事由の有無等を検討し、再審開始の要件等がないと

認められる場合に死刑の執行を命ずるものであり、」「再審開始の要件が

ないと認められる場合としては、例えば、再審請求が全く同じ理由で度々

繰り返されるような場合があり、そのような場合には、当然棄却されるこ

とを予想せざるを得ず、死刑執行を命ずることもやむを得ないと考えてい

る」 

というものであった（内閣衆質１４７第３６号 衆議院議員保坂展人衆議院議

員の質問 甲Ｄ５－１、５－２）。 

イ ２０１７（平成２９）年７月１３日の執行 

これに続いて、金田勝年法務大臣による再審請求中の西川勝年死刑確定者に

対する死刑執行がなされた。 

ウ 上川陽子法務大臣による執行 

その後、上川法務大臣により続々と再審請求中の死刑執行が行われた。 

２０１７（平成２９）年１２月１９日  

関光彦及び松井喜代司死刑確定者 

２０１８（平成３０）年７月６日    

松本智津夫・早川紀代秀・井上嘉浩・新實智光・中川智正

・ 遠藤誠一・堀 正史死刑確定者 

２０１８（平成３０）年７月２６日   

横山真人、小池（林）泰男、岡崎一明・豊田亨・廣瀬健一

死刑確定者 

（２）日本政府の公式見解 

第２に述べたとおり、自由権規約委員会は２０１６（平成２８）年の日本政

府報告書審査での総括所見で、日本政府に対し、「再審あるいは恩赦の請求に

執行停止効果を持たせつつ死刑事例における義務的かつ実効的な再審制度の創
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設」を勧告した。 

日本政府は、この勧告に対して、以下のとおり述べた。 

 

１２、死刑事件については、判決確定前の手続において、必ず弁護人が付さ

れ、厳格な証拠法則の下、慎重な手続により、事実認定及び死刑選択

の判断がなされている上、三審制の保障の下で裁判が確定する制度と

なっているところ、このような厳格かつ慎重な手続を経て確定した死

刑判決については、厳正に執行するのが原則である。 

１３、これに対し、再審請求等の手続中は全て執行命令を発しないという取

扱をすれば、死刑確定者が再審請求等を繰り返す限り永久に死刑の執

行をなし得ないということになり、刑事裁判の実現を期することが不

可能になる。 

１４、また、法務大臣が死刑執行命令を発するに当たっては、個々の事案に

つき関係記録を十分に精査し、刑事訴訟法に定められている再審が開

始されるべき事由が存在するかどうか等について検討している。 

１５、これらの観点から、再審請求等がなされた場合に、一律に死刑執行を

停止する制度を設けることは、相当ではない。 

 

（３）行政権による司法権侵害及び司法アクセス権侵害 

上記の日本政府の反論は、死刑執行は行政権の長である法務大臣が再審理由

を検討して、再審理由がないと判断して死刑を執行しているから、適法である

というものである。 

しかし、再審の判断は、司法権である裁判所の専権であるから、法務大臣が

再審事由の存否を判断すること（日本政府の上記見解１４）は、行政権による

司法権の侵害、すなわち三権分立違背である（憲法４１条、６５条、７６条）。 

さらに、死刑確定者にとっては、再審請求は、裁判所の判断を求めるもので

あり、司法へのアクセス権として憲法３２条、適正手続を認める憲法３１条、

個人の尊厳を認めた憲法１３条により保障されるものであるから、再審請求中

の死刑執行は、死刑確定者の司法アクセス権の侵害でもある。 

したがって、再審請求中の死刑執行は、三権分立違背のみならず憲法３２条、

そして適正手続を認める憲法３１条、そして個人の尊厳を認めた憲法１３条に

違反する。 

 

４ 日本でも１９９９年以前はグローバルスタンダードに従っていた 

日本における再審請求中の死刑執行が開始したのは、１９９９年（平成１１

年）である。それまでは、日本においても、戦後の日本国憲法下において、法

務省（法務大臣）は、再審請求中には死刑を執行してこなかった。 
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それは、日本政府の以下の解釈からなされてきた死刑に関する政策であった。 

これは以下の通達から明らかである。 

（１）昭和２６年９月５日第３１５５５号（刑政長官発 検事総長 検事長

 検事正宛）「死刑確定者について再審請求があった場合の報告につい

 て」（検察月報３０号１２５、１２６頁 甲Ｄ６） 

この通牒では 

「死刑確定者について再審請求があった場合に、その死刑執行を当然停

止すべき明文上の根拠はないのであるが、死刑確定者に対しては再審

事件の終結を見るまで死刑執行命令発付を見合わせることが相当と思

料されその建前に基づいて刑事関係報告規程別冊第四事務報告九によ

り死刑確定者から再審請求があった場合死刑執行を指揮すべき検察官

の所属する検察庁の長からそれに関する報告を求めているのである

が、右報告は死刑執行準備との関係もあり迅速を要するので、可及的

速やかに致されたく、右命によって通牒する。」 

とされている。 

（２）昭和２６年１２月２７日検務第８２８７号（刑政長官発 検事長 検

事正宛）「死刑執行命令発付後執行着手前死刑確定囚から再審請求が

あった場合の取扱について」（検察月報３４号６４頁 甲Ｄ７） 

この通牒では 

「刑執行命令発付後執行着手前死刑確定囚から再審請求、上訴権回復請求

又は恩赦申出があつた場合については、既に命令発付があつたのである

から必ずしも当然その執行を停止すべきものではないと解されるが死刑

執行は特に慎重な取扱を要するものと思料されるので、右のような申立

があつた場合には、速やかに法務総裁の指揮を仰ぐよう致されたく、な

お、法第４７６條の期間の関係上法務総裁の指揮を仰いで措置する時間

的余裕のない場合には一応死刑の執行を停止し直ちに法務総裁の指揮を

仰ぐよう致されたい。 

   おつて死刑執行が死刑執行を指揮すべき検察官の嘱託に基く指揮によ

つて行われる場合において、嘱託後執行前上記のような申立があつた場

合については、死刑執行指揮の嘱託を受けた検察官は、直ちにその旨そ

の嘱託をなした検察官（以下嘱託検察官という。）に連絡するとともに

法務総裁に報告されたく、又嘱託検察官に連絡する時間的余裕すらない

場合には、一応執行を停止し、直ちに、その旨嘱託検察官に連絡すると

ともに法務総裁に報告されたく、これらの場合において連絡を受けた嘱

託検察官は上段掲記に則つて直ちに法務総裁の指揮を仰ぐよう措置され

たい。 

   右命によつて通牒する。」 
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とされている。 

（３）昭和３２年１月２８日第１５８５号（刑事局長発 検事総長 検事長

 検事正宛）「死刑確定者について再審請求があった場合の報告につい

 て」（検察月報９５号１７９頁 甲Ｄ８） 

この通牒では、      

「死刑確定者について再審請求があつた場合には、その再審事件が締結す

るまで死刑執行命令の発付を見合わせる建前をとつてきたが、近時死刑

確定者のうちには、実質的な再審理由もなく再三にわたって再審を請求

する傾向がみられ、これがため死刑執行に著しい障害をきたしている。

そこで、当局では場合によっては、再審事件係属中にかかわらず死刑執

行も止むを得ないと思料するのであるが、この点については、なお、個

々の事件についてその再審請求の実体をは握し、慎重に検討の上執行の

可否を決定する必要があるので、今後貴庁において、刑事関係報告規程

により、死刑確定者から再審の請求があつた場合の報告をするにあたっ

ては、その請求の理由の要旨を、又再審請求に対する決定の報告をする

にあたっては、その決定謄本をそれぞれ添付して報告することとせられ

たい。右命によって通牒する。」 

とされている。  

（４）１９９９年以前には再審請求中の死刑執行はなかった 

昭和３０年代半ば（１９５５年から１９６０年ころ）までは、上記のとおり、

再審請求があれば死刑執行はなかった。 

昭和３０年代半ば（１９６０年ころ）、再審請求中の執行がやむを得ない場

合もあり得るとの通牒が出されたが（上記（３））、それでも、１９９９（平

成１１）年以前には再審請求中の死刑執行は行われなかった（甲Ｄ９）。 

当時の死刑執行の状況は下記のとおりである。 

 

１９６０年（昭和３５年）    ３９名 

１９６１年（昭和３６年）     ６名 

１９６２年（昭和３７年）    ２６名 

１９６３年（昭和３８年）    １２名 

１９６４年（昭和３９年）     ０名 

１９６５年（昭和４０年）     ４名 

１９６６年（昭和４１年）     ４名 

１９６７年（昭和４２年）    ２３名 

１９６８年（昭和４３年）     ０名 

１９６９年（昭和４４年）    １８名 

１９７０年（昭和４５年）    ２６名 
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１９７１年（昭和４６年）    １７名 

１９７２年（昭和４７年）     ７名 

１９７３年（昭和４８年）     ３名 

１９７４年（昭和４９年）     ４名 

１９７５年（昭和５０年）    １７名 

１９７６年（昭和５１年）    １２名 

１９７７年（昭和５２年）     ４名 

１９７８年（昭和５３年）     ３名 

１９７９年（昭和５４年）     １名 

１９８０年（昭和５５年）     １名 

１９８１年（昭和５６年）     １名 

１９８２年（昭和５７年）     １名 

１９８３年（昭和５８年）     １名 

１９８４年（昭和５９年）     １名 

１９８５年（昭和６０年）     ３名 

１９８６年（昭和６１年）     ２名 

１９８７年（昭和６２年）     ２名 

１９８８年（昭和６３年）     ２名 

１９８９年（平成元年）      １名 

１９９０年（平成２年）～１９９３年（平成５年）３月までなし 

１９９３年（平成５年）            ７名 

１９９４年（平成６年）            ２名 

１９９５年（平成７年）            ６名 

１９９６年（平成８年）  ７月１１日        ３名 

                       １２月２０日        ３名 

１９９７年（平成９年）  ８月 １日        ４名 

１９９８年（平成１０年） ７月１１日        ３名 

                       １１月１９日        ３名 

１９９９年（平成１１年） ９月１０日        ３名 

                          １２月１７日        ２名  

 

１９９６（平成８）年からは毎年ほぼ２回にわたって、死刑執行がなされて

きたが、執行の対象は再審請求していない死刑確定者のみであった。 

（５）１９９９（平成１１）年政策変更～しかし変更すべき理由はなかった 

日本では、戦後５０年以上、再審請求中の死刑執行をしてこなかった。 

ところが１９９９（平成１１）年に「再審請求中の死刑執行実施」に１８０
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度政策を転換したのである。 

その理由は、前記のとおり、 

「法務大臣は、死刑執行命令を発する権限と義務を有しており、その責務を

果たすため、再審の事由の有無等を検討し、再審開始の要件等がないと認め

られる場合に死刑の執行を命ずるものであり、」 

「再審開始の要件がないと認められる場合としては、例えば、再審請求が全

く同じ理由で度々繰り返されるような場合があり、そのような場合には、当

然棄却されることを予想せざるを得ず、死刑執行を命ずることもやむを得な

いと考えている」 

というものである。 

しかし、法務大臣に「再審事由の存在の有無を判断する権限」がないのは法

制度上明らかである。これも、１９９９（平成１１）年１２月の前後で変わる

ことはない。 

また、１９９９年（平成１１年）１２月に「再審請求中は死刑執行をしなけ

ればならない」という差し迫った事情もなく、それまでの「再審請求中は死刑

執行をしない」という政策をあえて変えるだけの事情変更もなかった。前記の

とおり、法務省は再審請求をしていない死刑確定者について毎年執行していた

からであり、１９９９（平成１１）年までは毎年２回も死刑を執行してきたか

らである。 

法務大臣が、国際人権自由権規約６条及び憲法３２条３１条１３条に違反し

て、再審請求中の死刑確定者をわざわざ選んで死刑執行する必要性はなかった

のである。 

１９９９年の政策変更の理由はなかった。 

５ 小括 

 日本でも１９９９（平成１１）年まではグローバルスタンダードに従って死

刑執行が抑制されていた。これが変更し、国際法違反とされる再審請求中の死

刑執行が開始されたのが１９９９（平成１１）年である。 

しかし、このように政策が変更される理由はなかったのである。 

 

第５ 結論 

 以上、述べたように、被告の主張とされるものは、国際人権自由権規約に違

反し、また、司法の判断をうける権利（司法アクセス権）侵害であって憲法

３２条、３１条、１３条に違反する。 

いずれの観点からみても、１９９９年からなされている「再審請求中の死

刑執行は違法であり、許されないものである。  

 


